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【政策ごとの予算額等】

執 行 額

15,801,493 17,736,795 17,766,294

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

計

16,078,204 18,317,653 18,176,662

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

繰越し等

0 197,734 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

17,620,389

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

予
算
の
状
況

当初予算

15,687,057 17,298,897 17,128,317 17,978,833

補正予算

391,147 821,022 1,048,345

28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度概算要求額

政策評価調書（個別票１）

（千円）

政策名 領事業務の充実

評価方式 総合･実績･事業 政策目標の達成度合い
今年度はモニタリングのみのため，

5段階達成度は記載出来ない
番号 ⑫
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番号 ⑫

会計 組織／勘定

● 1 一般 外務本省

● 2 一般 外務本省

● 3 一般 在外公館

● 4 一般 在外公館

◆ 1

◆ 2

◆ 3

◆ 4

○ 1 ＜ ＞＜ ＞

○ 2 ＜ ＞＜ ＞

○ 3 ＜ ＞＜ ＞

○ 4 ＜ ＞＜ ＞

◇ 1 ＜ ＞＜ ＞

◇ 2 ＜ ＞＜ ＞

◇ 3 ＜ ＞＜ ＞

◇ 4 ＜ ＞＜ ＞

合計
17,961,353 17,620,389

の内数 の内数

小計
＜＞ の内数 ＜＞ の内数

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

小計
＜＞ の内数 ＜＞ の内数

対応表に
おいて○
となって
いるもの

小計
＜＞ の内数 ＜＞ の内数

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

小計
17,961,353 17,620,389

＜＞ の内数 ＜＞ の内数

6,191

領事政策費 領事業務の充実に必要な経費 4,122,427 4,173,124

領事政策費 312,370 34,418

元年度
当初予算額

２年度
概算要求額

対応表に
おいて●
となって
いるもの

領事政策費 領事業務の充実に必要な経費 13,526,556 13,406,656

領事政策費 在外投票の実施に必要な経費

政策評価調書（個別票２）

政策名 領事業務の充実
（千円）

予　算　科　目 予算額

整理番号 項 事項
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【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 ⑫
（千円）

合計

２年度
概算要求額

増△減額

モニタリング結果のポイント

概算要求への反映状況

政策評価調書（個別票３）

政策名 領事業務の充実

事務事業名 概要 整理番号

予算額

政策評価結果の反映
による見直し額(削

減額)

達成しようとする目標及び実績

元年度
当初予算額

該当なし
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施策Ⅳ-１ 領事業務の充実（モニタリング） 
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令和元年度事前分析表（モニタリング） 

 (外務省１－Ⅳ－１) 

施策名（※） 領事業務の充実 

施策目標 

 

在外邦人の生命・身体その他の利益の保護・増進及び国内外における人的交流の拡大・

深化のため，以下を推進する。 

１ 領事サービス・邦人支援策を向上・強化する。領事業務実施体制を整備する。また，

日本国旅券に対する国際的信頼性を維持し，国民の円滑な海外渡航の確保のために，旅

券行政サービスや旅券のセキュリティの向上を図りつつ，国際標準に準拠した日本国旅

券の円滑な発給を行う。 

２ 在外邦人の安全対策強化に向け，邦人渡航者や中小企業に対する広報・啓蒙の実施，

在外公館の危機管理・緊急事態対応能力の向上，安全情報の収集・発信や官民連携の強

化を積極的に推進する。 

３ 日本への入国を希望する外国人への対応の強化により，出入国管理等の厳格化への要

請に応える。人的交流促進のため，アジア諸国を始め，ビザ発給要件の緩和を実施する。

また，在日外国人に係る問題の解決に向けた取組を積極的に進める。 

４ 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約（ハーグ条約）の適切な実施のため，

ハーグ条約に基づき，国境を越えた子の不法な連れ去り等の問題の解決・予防及び国境

を越えた親子間の面会交流を促進するとともに，広く一般に条約を知ってもらえるよ

う，積極的に広報を行う。 

目標設定の

考え方・根拠 

世界で活躍する在外邦人の生命・身体を保護し，利益を増進すること，戦略的な国内外

の人的交流を促進していくことは，外務省の最も重要な任務の１つである。外務省の中で

も最も国民の生活に身近な領事業務は国民の視点に立った対応が特に求められるところ，

領事サービスの向上，国民の安心安全及び人物交流推進を中心に，各目標を設定する。 

・経済財政運営と改革の基本方針 2018（平成 30年６月 15日 閣議決定） 

第２章５．（４）② 観光立国の実現 

第２章７．（１）① 外交 

第２章７．（４）② 危機管理 

・未来投資戦略 2018（平成 30年６月 15日 閣議決定） 

 第２Ⅰ．〔３〕１．（３）ii）② マイナンバー制度の利活用推進 

 第２Ⅰ．〔４〕４．（３）i）② コ）ビザの戦略的緩和 

・第 198 回国会外交演説（平成 31年１月 28日） 

・女性活躍加速のための重点方針 2018（平成 30 年６月 12 日 すべての女性が輝く社会

づくり本部決定） 

Ⅲ ３．（１）働く意欲を阻害しない制度等の在り方の検討 

・IT新戦略の策定に向けた基本方針（平成 29 年 12 月 22 日 高度情報通信ネットワーク

社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定） 

Ⅱ．１．（１）行政サービスの 100％デジタル化 

・デジタル・ガバメント実行計画（平成 30年１月 16日 ｅガバメント閣僚会議決定） 

３．３（９）旅券発給申請方法等のデジタル技術の活用による多様化 

・バングラデシュにおけるテロ事案を受けた取組（平成28年７月11日 国際組織犯罪等・

国際テロ対策推進本部決定） 

２ 海外における邦人の安全確保 

・パリにおける連続テロ事件等を受けたテロ対策の強化・加速化に向けた主な取組（平成

28年７月11日 国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部決定） 

・明日の日本を支える観光ビジョン（平成 28 年３月 30 日 明日の日本を支える観光ビジ

ョン構想会議決定） 

・観光ビジョン実現プログラム 2018 －世界が訪れたくなる日本を目指して－（観光ビジ

ョンの実現に向けたアクション・プログラム 2018）（平成 30 年６月 観光立国推進閣

僚会議） 

・外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（平成 30 年 12 月 25 日 関係閣僚会議

了承） 

・特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について（平成 30 年 12 月 25

日 閣議決定） 

施策の予算 区分 28 年度 29 年度 30 年度 令和元年度 
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額・執行額等 

予算の状況 

(百万円) 

当初予算(a) 15,687 17,299 17,128 17,979 

補正予算(b) 391 821 1,048  

繰越し等(c) 0 198 0  

合計(a＋b＋c) 16,078 18,318 18,177  

執行額(百万円) 15,801 17,737 17,766  

政策体系上

の位置付け 
領事政策 担当部局名 領事局 

政策評価実施

予定時期 
令和２年８月 

 (※)本施策は，個別分野を設定しており，「施策の概要」，「関連する内閣の重要政策」，「測定指標」及び

｢達成手段｣については，関連個別分野の該当欄に記入した。 

（注）本欄以下の記載欄の測定指標名に「＊」印のあるものは，主要な測定指標であることを示している。 
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個別分野１ 領事サービスの充実 

施策の概要 

１ 邦人の利便性及び福利向上並びに権利確保のための取組 

海外での邦人による申請・届出等手続の利便性及び福利向上並びに必要な権利の確保のため，IT

化を推進するとともに，領事窓口サービスの向上・改善に関する取組を進める。 

２ 領事担当官の能力向上 

国民に対し，質の高い領事サービスを提供するため，領事担当官の能力向上のための対策を講じる

とともに，領事担当官の知識・経験を共有できるような取組を行う。 

３ 国際標準に準拠した日本国旅券の円滑な発給・管理及び申請手続の利便性の向上 

日本国旅券の国際的信頼性を確保し，国民の海外渡航の円滑化を確保するため，国際民間航空機関

（ICAO）の定める国際標準に準拠した旅券の円滑かつ確実な発給等，旅券事務の適正な執行を確保す

る。また，高度な偽変造対策を施した次期旅券の発行準備等，旅券セキュリティ強化への取組を進め

るなど，旅券秩序の維持に努めるとともに，デジタル技術の活用による申請方法等の多様化に向けた

検討等を行うことにより，国民の利便性向上を図る。 

４ 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約（ハーグ条約）の適切な実施 

ハーグ条約に基づき，国境を越えた子の不法な連れ去り等の問題の解決・予防及び国境を越えた親

子間の面会交流に関する支援を行う。また，支援拡大の検討を行うとともに，子の連れ去りを未然に

防止するための積極的な広報を行う。 

 

関連する内閣の重要政策（施策方針演説等のうち主なもの） 

・経済財政運営と改革の基本方針 2018（平成 30年６月 15日 閣議決定） 

第２章５．（４）② 観光立国の実現 

第２章７．（１）① 外交 

第２章７．（４）② 危機管理 

・未来投資戦略 2018（平成 30年６月 15日 閣議決定） 

 第２ Ⅰ．〔３〕１．（３）ii）② マイナンバー制度の利活用推進 

・第 198 回国会外交演説（平成 31年１月 28日） 

・女性活躍加速のための重点方針 2018（平成 30 年６月 12日 すべての女性が輝く社会づくり本部決定） 

Ⅲ ３．（１）働く意欲を阻害しない制度等の在り方の検討 

・IT 新戦略の策定に向けた基本方針（平成 29 年 12 月 22 日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略

本部・官民データ活用推進戦略会議決定） 

Ⅱ．１．（１）行政サービスの 100％デジタル化 

・デジタル・ガバメント実行計画（平成 30年１月 16日 ｅガバメント閣僚会議決定） 

３．３（９）旅券発給申請方法等のデジタル技術の活用による多様化 

 

 

測定指標１－１ 利用者の評価等サービスの向上 ＊ 

中期目標（令和４年度） 

在外公館の領事サービスの維持・向上 

在外邦人に対する利便性・福利向上及び権利確保のために努める。 

 

29 年度目標 

在外公館の領事サービスの維持・向上 

入館時・窓口・電話の３つの対応に対するアンケート調査結果において，｢丁寧な対応｣の回答割合が

80％になることを目指しつつ，少なくとも現状を下回る結果（｢普通｣，｢丁寧でない｣）につながらない

よう，可能な限り利用者の視点に立ったサービス提供に努める。 

具体的には，満足度が著しく低い在外公館，特に「丁寧でない」との回答割合が 10％（かつ２桁の

回答数）を超える在外公館に対しては，個別に指導を行うとともに，利用者に何が不満と思われている

のか，当該公館に対し自己分析と改善を求め，領事サービスの向上を促す。 

また，27年及び 28 年において「丁寧な対応」の回答割合が 80％となったのは窓口対応についてのみ

であったところ，窓口の対応水準を維持しつつ入館時・電話対応に対する利用者の満足度の増進に努め

るべく，職員の意識改革，必要に応じ，各在外公館への個別指導等を行い更なるサービスの改善・向上

に取り組む。 
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施策の進捗状況・実績 

１ 11 月，管轄区域内に 300 名以上の在留邦人が居住する 147 公館（情勢に鑑み，在南スーダン大使

館は非実施）の在留邦人等を対象に，｢領事サービス向上・改善のためのアンケート調査｣を実施した

ところ，結果は以下のとおりであった。 

（１）入館時（セキュリティーチェック）の受付対応については，66％の人が｢丁寧である｣と回答し，

「丁寧でない」と回答した人は４％にとどまった。 

（２）在外公館の領事窓口対応について，78％の人が｢丁寧である｣と回答し，「丁寧でない」と回答し

た人は４％にとどまった。 

（３）電話対応については，75％の人が｢丁寧である｣と回答し，「丁寧でない」と回答した人は６％に

とどまった。 

２ 上記の領事サービス利用者からの評価を真摯に受け止め，各項目の内容分析を行い，調査実施公館

及び本省関係部署とアンケート調査結果を共有した。また，特に問題のあった２公館に対しては，対

応改善を指示するとともに，うち１公館については，早急に対応改善の必要性が認められたため，問

題の抜本的解決を図るための具体的な改善措置の策定と実施を指示するなど，サービスの向上・改善

に努めた。 

 

30 年度目標 

在外公館の領事サービスの維持・向上 

入館時（セキュリティーチェック）・窓口・電話の３つの対応に対するアンケート調査結果において，

引き続き，「丁寧な対応」の回答割合が 80％になることを目指しつつ，少なくとも現状を下回る結果

（「普通」，「丁寧でない」）につながらないよう，窓口対応職員に対し，サービス利用者の話に耳を

傾け，利用者の事情やニーズをよく把握し，相手の理解度に合わせて適切な説明や対応に努めるよう継

続指導するとともに，対応上の問題点や改善点を在外公館内で共有し，解決に向け努力することにより，

良質なサービスの提供を目指す。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 11 月，管轄区域内に 300 名以上の在留邦人が居住する 148 公館を対象に，「領事サービス向上・

改善のためのアンケート調査」を実施し，約２万９千（前年度比約 42％増）の回答が寄せられた。

結果は以下のとおりであった。 

（１）入館時（セキュリティーチェック）の受付対応については，66％が「丁寧である」と回答し，「丁

寧でない」との回答は２％にとどまった。 

（２）在外公館の領事窓口対応について，75％が「丁寧である」と回答し，「丁寧でない」との回答は

４％にとどまった。 

（３）電話対応については，68％が「丁寧である」と回答し，「丁寧でない」との回答は３％にとどま

った。 

２ 調査実施公館に対しては，在留邦人からの生の声である調査結果を真摯に受け止め，対応改善に努

力するよう指示するとともに，省内幹部職員に加え，領事局のみならず本省関係部署とも共有し，外

務省全体で重視していくことを確認した。また，否定的な評価が５％以上（総回答数 100 以上）あっ

た６公館に対しては，早急の対応改善が必要と認められたため，具体的な改善措置の策定と着実な実

施を公館幹部が率先して行うよう指示するなど，業務改善を通じたサービスの向上・改善に努めた。

さらに，全体の回答数が大幅に増加した中，回答数が著しく低かった在外公館に対しては，評価の精

度及び客観性を高める観点から，次回調査時にはより多くの回答も得るべく取り組むよう指導した。 

 

令和元年度目標 

 在外公館の領事サービスの向上・改善 

１ 領事サービスのアンケート調査において入館時・窓口・電話の対応に対する満足度を第３者機関も

活用してより客観的に測り，肯定的評価（「満足」）の回答割合が回答数全体の 80％になることを

目指す。 

２ 利用者の事情やニーズをよく把握し，相手の理解度に合わせて適切な説明や対応に努めるよう指導

を継続するとともに，対応上の問題点を在外公館内で常時共有し，改善に向け努力することにより，

良質な領事サービスの提供を目指す。 

 

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠 

１ 在留邦人の声に耳を傾けることは，在留邦人の多様なニーズを把握し，領事サービスの向上・改善

を図る観点から重要であり，その取組に関する客観的な評価を測ることは，施策の進捗を把握する上
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で有益である。 

２ 在外公館が提供するサービスに対する利用者の満足度を測ることが，領事サービスの状況をより正

確に把握できることになるとの考えに基づき，新たに「満足」，「不満足」を評価基準として，肯定

的評価「満足」の回答割合が回答数全体の 80％となることを目標とした。なお，「満足」の回答割

合が 80％に達していれば，在留邦人からおおむね肯定的評価が得られているものと考えられる。 

 

 

測定指標１－２ 領事研修の実施 ＊ 

中期目標（--年度） 

領事研修の成果は，在外公館が提供する領事サービスに対する在外邦人による評価に表れるとの認識

に基づき，在外邦人との接点となる領事担当官が在外邦人の多様なニーズを把握し，それに応えていく

上で必要となる領事事務各分野の能力とともに，コミュニケーション能力向上のため，本省で適切な研

修計画を立案し実施する。これにより，在外邦人を取り巻く環境を理解した上で領事業務を適切に遂行

できる領事担当官の育成を強化する。 

 

29 年度目標 

領事サービスは在外邦人への直接のサービス提供であることを改めて認識し，そのために領事担当官

に求められる多岐にわたる領事事務分野の理解度について研修を通じて深める。このため，研修（講義）

内容は効果的であるか，及び在外公館でのニーズに合致したものであるか，受講者アンケートを通じ確

認・分析し，それを踏まえ，より効果的な研修を組み立てる。 

また，在外邦人のニーズや視点を取り入れるため，例年実施している「領事サービスの向上・改善の

ためのアンケート調査」も踏まえ，より良い領事サービスを提供するための研修計画を考案・実施する。 

イスラム過激派によるテロ事件が頻発する状況を踏まえ，テロ事件への対処で注目されることの多い

領事業務において，テロ事件への対処を念頭に置いた机上訓練を実施し，特に，緊急事態発生時の初動

対応（在留邦人及び邦人旅行者への速やかな情報提供（領事メールの発出），安否確認等）に速やかに

対処できる担当官の育成に力を入れる。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 領事事務関係研修を以下のとおり実施した。 

（１）領事初任者研修（年２回，６月及び 30 年１月に実施） 

若手の領事担当一般職職員，領事業務未経験者，在外公館で領事担当となる他省庁出向者を含め，

２回の研修で計 60 名が受講。領事業務全般についての基礎知識の習得とともに，領事窓口での対応

を含め，領事サービスの提供を行う上でのマナーやクレームが寄せられた場合の対応を学ぶため，ロ

ールプレイを含むマナー／クレーム対応に係る講義，また，実際の援護事案を基にしたケーススタデ

ィ，精神障害事案，死亡事案への対応ぶりについて，外部専門家との対話形式を通じて理解を深めた。 

（２）領事中堅研修（年１回，11月に実施） 

本省及び在外公館の中堅職員を対象に実施し，10 名が受講。領事分野における専門性の確立や更

なる能力向上を促すことを目的として，個別分野を深く掘り下げるとともに，特に，世界各地でテロ

の危険性が高まる中，実際に発生した緊急事案を使用した机上訓練を実施した。また，窓口対応はも

とより，邦人援護対応，日本人会会合等での説明等，コミュニケーション能力が業務遂行において不

可欠であることに鑑み，コミュニケーション能力向上のためのプレゼンテーション・セミナーを講義

に組み入れた。 

（３）在外公館警備対策官研修（警備対策室主管，年１回，30年１～２月に実施） 

領事業務を兼務することが多い警備対策官（79 名受講）に対し，領事業務全般についての基礎知

識の習得を目的とした研修（講義内容は領事初任者研修とほぼ同内容）を実施した。 

（４）官房要員事務研修（人事課主管，年１回，30 年３月に実施） 

入省４年目の一般職職員を対象に，外務省員として領事業務の重要性及び業務内容についての理解

を深めてもらうため，領事業務の概要・基礎的業務内容等について説明した（48 名受講）。 

（５）領事担当現地職員本邦研修（在外公館課主管，年１回，10 月に実施） 

在外公館の領事担当現地職員 20 名が受講。領事窓口対応は領事サービス向上の観点から取り組む

必要があること，及び各領事業務の基本を再認識させ，理解を一層深めることを目的とした研修を実

施した。 

（６）在外領事中間研修（年１回，領事業務における新しい動きや，地域特有の問題等について討論・

意見交換するため，毎年，在外拠点公館に地域の領事担当官を集めた研修会議。） 

28 年に発生したダッカ事件を受けて公表された「『在外邦人の安全対策強化に係る検討チーム』
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の提言」点検報告書に基づき，29 年度を通じて，これら在外教育施設（日本人学校 89 校，補習授業

校 216 校）の安全対策強化に重点的に取り組むこととなり，本研修への参加が困難となった領事担当

官が多数により実施に至らなかった。 

２ 主な研修のアンケート結果 

領事初任者研修，領事中堅研修については，９割以上の受講者が非常に有意義であったと回答して

いる。特に，外部講師による「在外邦人と領事担当官のメンタルヘルス」，「個体識別事例と日本人

の文化」，ロールプレイを実施した「緊急事態対応」，プレゼンテーション・セミナー等の講義が有

意義であったとの意見があり，領事サービス向上，緊急事態を含む邦人援護対応能力の強化，コミュ

ニケーション能力向上に役立った。 

３ 過去のアンケート結果や新たな要請等に応えた研修内容の検討実績 

  領事初任者研修（年２回実施）では，領事の基礎知識の習得とともに，特に，最近のテロ事件がい

つ，どこででも発生する危険があることを踏まえ，実際の事例を参考に初動体制を中心とした参加型

の演習（机上訓練）を取り入れた。 

  中堅研修では，中堅領事として専門的な知識の習得に努める一方，緊急事態対応の一環として，緊

急事態時におけるプレス対応の留意点についての講義，領事業務には国民からの理解を得るためのコ

ミュニケーション能力が求められることに鑑み，元 NHK アナウンサーによるロールプレイを含むコミ

ュニケ－ション能力向上を目的にしたプレゼンテーション・セミナーを導入した。また，外国人受刑

者の処遇，領事面会の現状を把握するための刑務所見学等を取り入れた。 

４ 領事研修の充実を領事サービスの向上に結びつけた実績 

  特に，領事窓口では，在外邦人からの苦情・クレーム等に対応する機会も多いため，領事研修では

礼法，マナーの外部専門家によるマナー／クレーム対応講習を初任者研修に取り入れていることに加

え，中堅研修においては，領事窓口他で邦人の理解を得られるようなコミュニケーション能力が不可

欠であるとの観点から，プレゼンテーション・セミナーを新たに取り入れた。こうした研修を通じ，

領事担当官が領事窓口に限らず，邦人と接する機会には丁寧で親身な対応を行うとともに，利用者の

理解を得られるようなコミュニケーションを図ることにより，利用者の在外公館への信頼につながっ

ていることは，領事窓口の対応に係るアンケートで窓口サービスを肯定的に受け止める割合が引き続

き高いことに表れている。 

５ 領事研修内容（領事業務の範囲；初任者研修の例） 

  領事業務上必要な基本的な内容に加え，領事業務に対する新たなニーズに対応するため，領事業務

に実際に携わっている領事担当官から現場のニーズや，行政サービスとしての窓口サービス改善に向

けた本省の考え方を踏まえた研修とした。具体的には，研修受講者へのアンケート結果等を通じて得

られた意見等を踏まえ，座学中心となることなく，参加者自らが考え，実行する力を養成すべく，個

別講義に演習を取り入れ，積極性を促すよう見直し，改善を図った。特に，領事窓口では，在外邦人

からの苦情・クレーム等に対応する機会も多いため，接遇面での対応向上を図る目的で領事研修の中

に外部専門家によるマナー／クレーム対応講習を取り入れた。 

以下は領事初任者研修の講義内容の例 

（１）個別領事業務に関する講義（18講義） 

領事総論，在留届，海外教育，在外選挙，司法共助，領事業務の IT 化，領事手数料，領事サービ

ス，戸籍・国籍事務，証明事務一般，警察証明，緊急事態への対応，一般援護，テロ・誘拐，旅券事

務，査証事務，人身取引問題，ハーグ条約 

（２）領事業務と国際法・国内法との関係に係る講義（２講義） 

領事任務と特権・免除，個人情報保護・文書管理 

（３）外部等専門家による講義（３講義） 

メンタルヘルス，遺体識別，マナー／クレーム対応講習 

（４）その他 

  他府省（国土交通省）職員による講義（管海事務） 

６ 在外領事中間研修は実施できなかったが，その他の領事関係研修の実施と研修内容の充実により，

在外公館の領事担当官の専門知識向上とともに，利用者の理解を得られるようなコミュニケーション

能力向上に努めつつ，正確な事務処理を通じた行政サービスの維持・向上を図った。 

 

30 年度目標 

領事サービスは，領事担当官が提供する内容（領事事務）を十分理解した上で在外邦人に提供するサ

ービスであることを改めて認識し，そのために領事担当官に求められる多岐にわたる領事事務各分野で

の理解度を研修を通じて深められるよう，29年度に実施できなかった「領事中間研修」の実施を含め，

領事関係研修の充実を図る。 
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そのためには，研修（講義）内容が在外公館のニーズに合致したものであるかにつき研修受講者アン

ケートを通じ確認するとともに，在外公館が提供する領事サービスに対して在外邦人から適切な評価を

得られているかを確認するため，例年実施している「領事サービスの向上・改善のためのアンケート調

査」を活用する。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 領事事務関係研修を以下のとおり実施した。 

研修名・研修目的と概要 実施回数 参加者数 

領事初任者研修 

若手の領事担当一般職職員，領事業務未経験者を対象に，領事業務

全般についての基礎知識の習得とともに，マナーやクレームが寄せら

れた場合の対応を学ぶため，ロールプレイ，実際の援護事案を基にし

たケーススタディ，精神障害事案，死亡事案への対応ぶりについて，

外部専門家との対話形式の研修を実施。 

２回 計 66 人 

領事中堅研修 

領事業務経験が豊富な職員を対象に，専門性の確立や更なる能力向

上を促すことを目的として，個別分野を深く掘り下げるとともに，実

際に発生した緊急事案を使用した机上訓練を実施した。また，コミュ

ニケーション能力が業務遂行において不可欠であることに鑑み，能力

向上のためのプレゼンテーション・セミナーを講義に組み入れた。 

１回 計 15 人 

在外公館警備対策官研修 

在外公館に赴任を予定している警備対策官に対し，領事業務全般に

ついての基礎知識の習得を目的とした研修（講義内容は領事初任者研

修とほぼ同内容）を実施。 

１回 計 84 人 

官房要員事務研修 

入省４年目の一般職職員を対象に，外務省員として領事業務の重要

性及び業務内容についての理解を深めるため，領事業務の概要・基礎

的業務内容等について説明した。 

１回 計 45 人 

領事担当現地職員本邦研修 

在外公館の領事担当現地職員を対象に，領事サービス向上の必要性

及び各領事業務の基本を再認識させ，理解を一層深めることを目的と

した研修を実施。 

１回 計 20 人 

赴任前個別ブリーフ 

在外公館への赴任を控えた職員等を対象とし，個別に領事業務全般

の基礎について研修を実施。 

４回 計 22 人 

在外領事中間研修 

 年１回，領事業務における新しい動きや，地域特有の問題等につい

て議論・意見交換するため，毎年，在外拠点公館に地域の領事担当官

を集めた研修会議。 

 ※研修実施につき鋭意検討を行ったが，実施受入れ公館との日程調

整がつかずに実施を見送り，領事初任者研修の参加者を増やした。 

０回 計０人 

２ 受講者アンケートを通じた研修実施内容の検証 

  領事初任者研修及び領事中堅研修については，９割以上の受講者が非常に有意義であったと回答し

ている。両研修ともに，外部講師による「個体識別事例と日本人の文化」，ロールプレイを実施した

「緊急事態対応」が有意義であったとの意見が多数あった。 

  領事初任者研修では，実際の事例を参考に初動対応の重要性を習得できる参加型の演習（机上訓練）

が好評であった。 

  中堅研修では，中堅領事としての専門的な知識の習得に努める一方，緊急事態対応の一環として，

緊急事態時におけるプレス対応の留意点についての講義，外国人受刑者の処遇，領事面会の現状を把

握するための刑務所見学等を継続して実施した。 

  アンケートの結果も踏まえ，令和元年度に在外選挙の実施が予定されていることから，在外選挙関

係の講義を充実させたほか，他の講義についても講義資料の改善を図った。 

 

令和元年度目標 

１ 領事サービスは，領事担当官が提供する内容（領事事務）を十分理解した上で在留邦人に提供する
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サービスであることを改めて認識し，領事担当官に求められる多岐にわたる領事事務各分野での理解

度を研修を通じて深められるよう，領事関係研修の充実を図る。 

２ 研修（講義）内容が在外公館のニーズに合致したものであるかにつき研修受講者アンケートを通じ

確認するとともに，在外公館が提供する領事サービスに対して在留邦人から適切な評価を得られてい

るかを確認するため，例年実施している「領事サービスの向上・改善のためのアンケート調査」を活

用する。 

 

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠 

海外における邦人の生命・財産その他の利益の保護・増進等に係る領事業務に従事する職員の能力向

上を図ることは，結果的に領事サービスを利用する邦人の在外公館への評価となって反映されるため，

能力向上に資する研修の実績を測ることは，施策の進捗を把握する上で有益である。 

 研修の成果は，在外公館，とりわけ，研修参加者が提供する領事サービスがいかに利用者たる国民に

受け止められるかによるため，国民からの評価を真摯に受け止め，領事担当官及び利用者たる国民から

の評価を参考にしつつ，研修内容の更なる充実に取り組んでいくことが重要である。 

 

 

測定指標１－３ 日本人学校・補習授業校への援助 ＊ 

中期目標（--年度） 

 海外で義務教育相当年齢の子女に対して，日本と同程度の教育を可能な限り負担の少ない形でかつ安

心・安全な環境で受けることができるようにする。 

 

29 年度目標 

１ 補習授業校への支援拡充 

新たに支援要望のあった政府援助の基準を満たす補習授業校に対し，予算の範囲内で政府援助を行

い，政府援助対象校の拡充を図る。 

２ 安全対策強化 

必ずしも日本と同程度の安全が確保されているわけではない海外において，安全な環境で教育を受

けるために，「『在外邦人の安全対策強化に係る検討チーム』の提言」点検報告書も踏まえ，従来よ

り高い水準で安全対策を行う。 

  具体的には，日本人学校及び補習授業校に対し，民間危機管理専門家による安全評価を実施し，そ

の結果を踏まえ，人的・物的警備強化に重点的に，かつスピード感をもって取り組む。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 29 年度において新たに政府援助の対象となる基準を満たした補習授業校が４校増え，同年度にお

ける援助対象基準を満たす補習授業校は 216 校となった。そのうち，要望のあった 214 校に対し，政

府援助を実施した。 

２ テロのターゲットに日本人学校及び補習授業校がなり得るとの観点から，以下の安全対策を実施し

た。 

（１）29 年度中に日本人学校及び補習授業校に危機管理会社の専門家を派遣し，当初予定の 1.3 倍と

なる全 303 校の日本人学校等について，施設の安全対策の現状に関する評価を実施した。 

（２）専門家からの指摘を踏まえ，施設強化に係る支援を，当初予定の 1.7 倍の日本人学校等に対して

行った。運用面でも，緊急対応マニュアルの整備や避難訓練実施等への助言を行い，当初予定の 1.2

倍の日本人学校等に対して実施した。 

（３）新規に，テロ襲撃のリスクが高まると見られる期間前後のガードマン増員雇用経費支援を開始し

た。 

（４）老朽化により学校施設の保全が危ぶまれている日本人学校に対し，大規模修繕工事費の一部につ

いて支援を行った。 

 

30 年度目標 

１ 補習授業校への支援拡充  

厳しい予算事情の中，新たに支援要望のあった政府援助要件を満たす補習授業校に対し，予算の範

囲内で政府援助を行い，政府援助対象校の更なる拡充を図る。 

２ 安全対策強化 

（１）経営基盤の脆弱な補習授業校が積極的に安全対策に取り組めるように，引き続き警備員雇用費や

警備機器維持管理費へより手厚い政府援助を行い，安全対策の強化を図る。 
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（２）28 年度末から 29年度にかけて実施した民間危機管理専門家による在外教育施設の安全評価の結

果を踏まえ，通常配備の警備員の拡充への支援，危機管理マニュアルの整備，緊急避難訓練実施への

助言など，安全強化に向けた取組を継続する。 

（３）テロを想定したパニックルームの整備・飛散防止フィルム貼付などの在外教育施設の強化整備費

については，30 年度も引き続き一部の学校に対し支援を行う。 

（４）建設後，一定の期間を経過し老朽化の目立つ日本人学校施設に対し，地震による施設の損傷等の

危険を回避するため，緊急性等が認められる大規模耐震整備費への支援を実行する。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 30 年度において新たに政府援助の対象となる基準を満たした補習授業校が６校増え，援助対象基

準を満たす補習授業校は 221 校となった（１校は閉鎖）。そのうち，要望のあった 211 校に対し，政

府援助を実施した。 

２ 以下の安全対策強化を実施した。 

（１）日常の警備員雇用費，警備機器維持管理費に加え，テロ攻撃のリスクが高まると見られる期間前

後の警備員雇用経費の援助を実施した。 

（２）危機管理マニュアルの整備，緊急避難訓練実施への助言を 302 校の日本人学校等に行った。 

（３）テロを想定した在外教育施設の強化整備として，飛散防止フィルムの貼付や外周壁の嵩上げなど

７校の日本人学校等が実施した工事に対し援助を行った。 

（４）地震による損傷等の危険を回避するため，６校の日本人学校が実施した外周壁の補強工事に対し

援助を行った。また，経営基盤の脆弱な日本人学校が実施した校舎等の修繕工事に対し支援を行った。 

 

令和元年度目標 

１ 在外教育施設への援助の適切な運用 

  厳しい予算事情の中，新たに支援要望のあった政府援助要件を満たす在外教育施設に対し，予算の

範囲内で政府援助を行う。また，従来から援助を行っている在外教育施設を始め，新規に援助を行う

在外教育施設に対し，政府援助の適正な執行運用等につき指導・助言を行う。 

２ 安全対策強化 

（１）経営基盤の脆弱な在外教育施設が積極的に安全対策に取り組めるように，引き続き，民間会社に

よる安全評価の結果を反映した，施設強化整備，危機管理マニュアルの整備，緊急避難訓練実施への

助言や警備員雇用費や警備機器維持管理費の政府援助を行う。 

（２）建設後，一定期間が経過し，老朽化の目立つ日本人学校施設や，地震多発地域に所在する日本人

学校施設の地震による損傷等の危険を回避するため，緊急性等が認められる大規模老朽・耐震整備費

への支援を行う。 

 

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠 

 海外の義務教育相当年齢の児童・生徒が，安く，安心・安全な環境で教育を受けることができるよう

政府として支援する必要があり，その取組に係る実績を測ることは，施策の進捗を把握する上で有益で

ある。 

 また，安全対策を強化する観点から，ソフト・ハード両面において必要な支援を実施することが重要

であることから，警備関連経費の補助や施設整備費等の支援を行う必要がある。 

 

 

測定指標１－４ IC 旅券の発給及び不正取得等の防止 ＊ 

中期目標（--年度） 

憲法で定められている国民の海外渡航の自由の権利を保障するため，国民の利便性・行政サービスの

向上と事務の効率化・行政コストの削減を図りつつ，国際標準を満たす日本国旅券を安定的に国民に発

給する。また，円滑な海外渡航を行うためには，旅券の不正取得，不正使用及び偽変造を防止し，日本

国旅券の国際的な信頼性を確保することが重要であるため，高度な偽変造対策を施した次期旅券や旅券

セキュリティを更に強化した次世代旅券を導入する。 

 

29 年度目標 

１ 国民の利便性・行政サービスの向上を図るため，ダウンロード方式の一般旅券発給申請書（27 年

度導入）等の利用拡大に向けた取組を促進する。 

２ 行政コスト削減の可能性を検討するため，引き続き，戸籍事務でのマイナンバーの利活用に係る検

討状況を踏まえつつ，旅券発給業務におけるマイナンバーの利活用について，関係省庁と協議し，検
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討を行う。 

３ 法定受託事務として旅券事務を行っている各都道府県に対する研修等を実施することにより，国民

に対する均一かつ平等な旅券行政サービスが提供され，円滑な旅券発給が確保されるように努める。 

４ 日本国旅券の不正取得・不正使用を防止するため，旅券不正取得防止期間の実施による審査の強化

に努める。 

５ 次期旅券の導入に向けた開発・検証を進める。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 動作環境の改善（利用可能なオペレーティング・システム（OS）の拡大等）を行ったダウンロード

方式の一般旅券発給申請書による運用を７月 13日に開始した。 

国外における旅券発給申請のうち，ダウンロード方式の一般旅券発給申請書を利用した申請は，29

年３月は 25％であったが，９月以降 30％を超えている。 

また，国内 42 都府県の旅券事務所において，９月１日から 11 月 10 日までの任意の期間，ダウン

ロード申請書の試験運用を実施し，9,430 件（全体の約 5.7％）の利用があった。右試験運用期間中

に行った利用者アンケート（回答者数 6,043 名）では，95％以上が使い勝手に特に問題ないとしてお

り，98％以上から次回申請時も利用したいとの回答があった。 

２ 旅券発給審査時に必要となる情報等について，引き続き精査・検討し，マイナンバー制度における

情報連携の仕組みを活用して審査に必要な戸籍情報を入手することが可能となるよう，関係省庁との

協議，検討を継続した。 

３ 日本国内において，3,959,468 冊（暦年）の一般旅券を発行し，国民の海外渡航の円滑化に寄与し

た。旅券法の規定により都道府県が処理することとされている一般旅券に関する法定受託事務の一部

が，地方自治法に基づく条例による事務処理の特例等により都道府県から市町村に再委託され，国内

の旅券申請窓口が一層増加するとともに身近になり，申請者の利便性が向上している（再委託市町村

数（12月末現在）：834 市町村）ことも踏まえ，旅券法令に基づいた統一的かつ適正な処理を確保し，

円滑な一般旅券の発給を維持するため，29 年度から，従前研修対象としていた都道府県職員のほか，

市町村職員についても当省が実施する研修への参加を認めることとして，旅券事務担当者研修を３回

開催した。また，都道府県旅券事務主管課長会議，主管課長会議幹事会及び都道府県を６地域に分け

たブロック会議等を実施した。 

４ 29年度においても，旅券の不正取得の未然防止及び撲滅を図るため21年から毎年実施している「な

りすましによる旅券不正取得防止のための審査強化期間」を年２回（７月から 10 月までの間に各都

道府県が定める２週間及び 30年２月 20日から３月５日までの２週間）実施し，本人確認の審査を厳

重に行うとともに，警察等関係機関との連携を密にし，旅券の不正取得の防止に努めた。 

（参考）なりすましによる一般旅券の不正取得事案の認知件数（暦年） 

25 年：13冊，26 年：12冊，27 年：10冊，28 年：８冊，29 年：10冊 

５ 高度な偽変造対策を施した次期旅券の令和元年度での導入に向け，新たな偽変造防止対策等所要の

開発等を行った。 

６ 28 年度行政事業レビュー秋の年次公開検証「秋のレビュー」において，「旅券関連業務について

は，邦人援護等に係るコストと旅券発給に係るコスト双方に関して，予算と実績それぞれの内訳を，

国民に対して分かりやすく説明すべきである。」等の指摘事項があったことを踏まえ，邦人保護等に

係るコストと旅券発給に係るコストの双方に関する予算と実績それぞれの内訳を，「旅券手数料収入

と発給コストの比較について」として，６月に当省ホームページで公表した。 

 

30 年度目標 

１ 国民の利便性・行政サービスの向上を図るため，国内におけるダウンロード方式の一般旅券発給申

請書等の本格運用の開始に加え，別途，デジタル技術を活用した旅券発給申請方法等の多様化に向け

て，申請者のニーズを踏まえた手続の在り方について検討を行う。また，女性活躍の視点に立った制

度等を整備していくことが重要であるとの認識の下，令和元年度を目途に，旅券発給申請者が旧姓の

記載を希望し，戸籍謄（抄）本で当該旧姓が確認できる場合には，旅券に旧姓を記載することが可能

となるよう，引き続き，必要な検討を行う。 

２ 行政コスト削減の可能性を検討するため，引き続き，戸籍事務でのマイナンバーの利活用に係る検

討状況を踏まえつつ，旅券発給業務におけるマイナンバーの利活用について，関係省庁と協議し，検

討を行う。 

３ 国内において一般旅券に関する事務を行っている都道府県及び再委託市町村の職員に対する研修

等を引き続き実施することにより，国民に対し，公平・公正な旅券行政サービスが提供され，円滑か

つ適正な旅券発給が確保されるように努める。 



377 
 

４ 日本国旅券の不正取得・不正使用を防止するため，旅券不正取得防止期間の実施による審査の強化

に努める。 

５ 高度な偽変造対策を施した次期旅券の発行準備，次世代旅券の開発準備を開始する。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 10 月１日から，国内におけるダウンロード方式の一般旅券発給申請書等の本格運用を開始した。 

また，デジタル技術を活用した旅券発給申請・交付手続の利便性の向上と事務の効率化を図るため，

「デジタル・ガバメント実行計画」に基づき，電子申請の導入，旅券手数料のクレジットカード納付，

旅券の宅配交付，顔認証技術を活用した旅券の不正取得防止対策，マイナンバー制度を活用した戸籍

謄（抄）本の添付省略などの施策を「外務省デジタル・ガバメント中長期計画」に盛り込み，計画の

具体化に向けた検討や諸外国の旅券制度の調査を行った。 

さらに，旅券発給申請者が旧姓併記を希望し，戸籍謄（抄）本で当該旧姓が確認できる場合には，

旅券に旧姓を併記することが可能となるよう必要な検討を行うため，有識者を交えた検討会を開催し

た。 

２ 旅券発給審査時に必要となる情報について精査・検討した上で，マイナンバー制度を活用して審査

に必要な情報をオンラインで取得することが可能となる仕組みについて，関係省庁との協議，検討を

継続した。 

３ 29 年度から引き続き，当省が実施する旅券事務担当者研修に都道府県職員のほか，市町村職員へ

の参加を認め，旅券事務担当初任者研修を２回，旅券事務担当中堅研修を１回実施した。また，都道

府県旅券事務主管課長会議を始め，主管課長幹事会及び都道府県を６地域に分けたブロック会議等を

実施するとともに，今後の旅券行政に係る様々な施策について，関係者の密接な連携の下に旅券事務

の円滑な遂行を確保すべく，連絡会議を４月及び９月に開催した。 

４ 21 年から毎年実施している「なりすましによる旅券不正取得防止のための審査強化期間」を年２

回（７月から 10 月までの間に各都道府県が定める２週間及び 31 年２月 20 日から３月５日までの２

週間）実施し，本人確認の厳重な審査を行うとともに，警察等関係機関との連携を密にし，不正使用

防止に努めた。 

５ 令和２年３月頃を目途とした次期旅券の導入に向け，査証欄を全て異なるデザインに一新し，IC

機能を強化するなど，新たな偽変造防止対策を備えた次期旅券冊子の開発を行った。また，次期旅券

に対応した作成機及び旅券発給管理システムの開発を実施した。 

  令和６年度を目途に身分事項頁にプラスチック基材を用いた次世代旅券を導入することを目指し，

次世代旅券に対応した旅券発給管理システムの開発に係る要件定義を実施した。 

 

令和元年度目標 

１（１）デジタル技術を活用した旅券発給申請・交付手続の利便性の向上と事務の効率化を図るため，

「外務省デジタル・ガバメント中長期計画」に盛り込まれた各施策の具体化に向けた制度の検討を引

き続き行う。 

（２）デジタル技術の活用についての検討状況を踏まえ，都道府県が市町村に委託した一般旅券発給事

務に関し，市町村が手数料の徴収又は収納の事務を私人に委託可能とする措置が必要であるかについ

て検討する。 

２ 戸籍事務でのマイナンバーの利活用に係る検討状況を踏まえつつ，マイナンバー制度を活用して旅

券発給審査に必要な戸籍情報をオンラインで取得することが可能となる仕組みについて，関係省庁と

引き続き協議・検討し，具体化を進めていく。 

３ 国内において一般旅券に関する事務を行っている都道府県及び再委託市町村の職員に対する研修

等を引き続き実施することにより，国民に対し，公平・公正な旅券行政サービスが提供され，円滑か

つ適正な旅券発給が確保されるように努める。 

４ 日本国旅券の不正取得・不正使用を防止するため，引き続き，旅券不正取得防止期間の実施による

審査の強化に努める。 

５ 高度なセキュリティを施した次期旅券を導入すべく，次期旅券作成機や関連機器類の都道府県旅券

事務所や在外公館への円滑な入替えを行い，次期旅券発給開始に備える。また，令和６年度を目途と

した次世代旅券導入に向けて，旅券発給業務の制度設計及びシステムの開発を引き続き実施する。 

６ 「女性活躍加速のための重点方針 2018」（平成 30年６月 12日 すべての女性が輝く社会づくり本

部決定）に基づき，旅券への旧姓の記載を認める要件等につき引き続き必要な検討を行う。 

 

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠 

日本国旅券の発行状況，旅券行政サービスの質の向上のための都道府県等の職員に対する研修等の実
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施状況や，旅券の不正使用防止に係る取組の実績を測ることは，施策の進捗を把握する上で有益である。 

また，政府の重要な方針等に基づき，旅券申請手続等の在り方について検討を行い，国民の利便性・

行政サービスの向上と事務の効率化・行政コストの削減を図ることは，領事サービスの向上のための重

要な要素である。 

・平成 30年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 30年 12 月 25 日 閣議決定） 

６【外務省】（１）地方自治法（昭 22法 67）及び旅券法（昭 26 法 267） 

 

 

測定指標１－５ 在外選挙人登録手続き及び制度の周知並びに登録申請の適正な処理 

中期目標（--年度） 

海外に居住する日本国民が，憲法第 15条により保障されている選挙権を行使する機会を確保する。 

 

29 年度目標 

１ 在外選挙人名簿登録制度の見直しに係る市町村窓口での出国時申請の運用（施行日は改正法公布日

の 28年 12 月２日から１年６か月を超えない範囲で定める日）に向け，施行令の策定やシステムの構

築等の必要な準備を総務省とも協議の上進める。 

２ 出国時申請を含む在外選挙制度の周知・啓発，関連事務の適正かつ迅速な処理など，海外に居住す

る日本国民が，憲法で保障されている選挙権を行使する機会を確保していく。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 在外選挙人名簿登録に係る出国時申請の運用開始（30 年６月まで）に向け，総務省と協議の上，

公職選挙法施行令等の策定，申請を受け付ける市町村選挙管理委員会をユーザーとする「在外選挙人

住所確認システム」の構築等の必要な準備を進め，市町村の選挙管理委員会での政府共通ネットワー

クを経由したシステムの接続テスト及び動作確認テストなどを順調に実施した。 

２（１）投票のために必要な在外選挙人名簿登録申請手続や在外投票の方法等の周知を図るため，従来

どおり，在外公館窓口来訪者への呼び掛け，外務省及び在外公館ホームページへの掲載，領事メール

の発出，領事出張サービスの際の案内，現地日本人関係団体等を通じた広報・啓発を重層的に行った。 

（２）29 年度における在外選挙人名簿登録申請の受付及び在外選挙人証の交付等の取扱いは，30 年２

月末現在で約３万５百件に上り，適正かつ迅速に処理している。特に，衆議院の解散があった９月以

降の申請が激増し，９月約 2,700 件，10 月約 2,400 件，11月約 1,800 件，12 月約 2,200 件を記録し

た。 

（３）10 月には第 48 回衆議院議員総選挙における在外公館投票を実施した。衆議院解散に伴う選挙で

あり，予備費要求，未記入投票用紙の在外公館宛発送等，短期間での作業であったが，重大な過失も

なく適正に実施した。在外公館等投票実施公館は計 223 公館・事務所，投票者数は，郵便等投票，日

本国内での投票を含め 21,000 人を超えた。 

（４）12 月，投票しにくい環境にある選挙人（在外選挙人名簿登録者を含む。）の投票環境向上策を

検討する場として，総務省において有識者等を委員とする「投票環境の向上方策等に関する研究会」

が設置され，インターネット投票の導入について研究を進めることとなった（30 年夏頃に報告書が

とりまとめられる予定）。 

 

30 年度目標 

在外選挙制度の周知及び登録申請の適正な処理を行うため，以下を実施する。 

１ 令和元年夏に予定されている参議院議員通常選挙に向け，重層的な手段を講じて周知・啓発に努め

る。 

２ 出国時申請を含む在外選挙制度の周知・啓発，関連事務の適正かつ迅速な処理など，海外に居住す

る日本国民の憲法で保障されている選挙権行使の機会を確保していく。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 令和元年夏に参議院議員通常選挙の実施が予定されていることから，従来から実施している在外選

挙制度周知に加え，参議院議員通常選挙実施の周知も兼ねた啓発を図り，在外公館窓口来訪者への呼

び掛け，外務省・在外公館ホームページへの掲載，領事メールの発出，領事出張サービスの際の案内，

現地日本人関係団体等を通じた広報・啓発を重層的に実施した。 

２（１）在外選挙人名簿登録に係る出国時申請の運用開始に向け，総務省と協議し，公職選挙法施行令

等を施行した。また，これに伴う市町村選挙管理委員会をユーザーとする「在外選挙人住所確認シス

テム」の構築等を進め，政府共通ネットワークを経由したシステムの接続テスト及び動作確認テスト
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などを実施の上，同システムの本格的な運用を開始した。さらに，運用上，予期せぬ不具合等に対し，

速やかに適切な修正等を実施するなど，市区町村選挙管理委員会に対し，適切な指導を行った。 

（２）投票しにくい環境にある選挙人（在外選挙人名簿登録者を含む。）の投票環境向上策を検討する

場として，総務省において有識者等を委員とする「投票環境の向上方策等に関する研究会」が設置さ

れ，インターネット投票の導入について研究が進められており，特に個人認証方法として，マイナン

バーを活用することについて，政府内で議論が開始され，関係省庁との意見交換等を実施した。 

 

令和元年度目標 

１ 令和元年夏に参議院議員通常選挙が実施される予定であることから，引き続き，制度見直しによる

出国時申請を含めた在外選挙制度の周知及び選挙実施の啓蒙を効果的な手段にて，重層的に実施す

る。 

２ 令和元年夏に予定されている参議院議員通常選挙に伴う在外公館投票事務において，確実かつ適正

な処理を講じる。 

３ インターネット投票の導入に向けた調査や議論を関係省庁とともに引き続き実施する。 

 

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠 

 海外における邦人の権利の確保のため，選挙権の行使の機会を確保するための取組を実施すること

は，施策の進捗を把握する上で有益である。 

 制度見直しによる出国時申請は，申請者の利便性向上に資するため，これらを含む在外選挙制度の周

知・啓発を引き続き進め，投票できる機会の確保を図っていく必要がある。 

 なお，インターネット投票の導入については，多くの国内関係法令が関係・影響することから，その

適否につき，慎重に議論していく必要がある。 

 

 

測定指標１－６ 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約（ハーグ条約）の締結を受けた条約

上の中央当局の任務の適切な実施 

中期目標（--年度） 

条約上の中央当局の任務を適切に実施するとともに，これまでの実績を踏まえた支援内容の検討を行

う。また，子の連れ去りを未然に防止するための積極的な広報を行う。 

 

29 年度目標 

１ 引き続き条約上の中央当局の任務を適切に実施するとともに，これまでの実績を踏まえた支援の拡

大等の制度的改善を検討する。 

２ 我が国におけるハーグ条約の実施状況について検討を行う。 

３ 子の連れ去り等を未然に防止するための積極的な広報を行う。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 29 年度は，42件の援助申請を受け付けた（返還援助申請が 34 件，面会交流援助申請が８件）。 

  法に定められた要件を満たさず却下した事案及び審査中の事案等を除き 42 件について援助決定を

行い，外国中央当局との調整，子の所在特定，友好的な解決に向けた協議のあっせん，裁判所に提出

する資料の翻訳等の支援を行った。その結果，29 年度中には，条約に基づき，外国から日本への子

の返還が６件，日本から外国への子の返還が７件実現した。 

２ 領事局長主催研究会での議論及び関係者等からの要望内容を踏まえ，中央当局がアウトゴーイング

（子が外国にいる）事案において提供する支援を見直し，裁判資料の翻訳及び弁護士紹介について，

アウトゴーイング事案でも活用できるよう支援内容を拡大した。 

３ 国内でのハーグ条約の認知度を高め，子の連れ去りを未然に防止すべく，ポスターを作成し，駅，

空港や市役所等，広く一般の目につく場所に掲示したほか，弁護士，地方自治体職員等に向けたセミ

ナーを全国 29か所で開催した。また，12 月には新規締約国の条約実施能力の向上を図るとともに，

非締約国の早期加入を促す目的で，アジア太平洋地域のハーグ条約の実施に携わる各国裁判官や中央

当局職員等を招いて国際セミナーを東京で開催した。 

 

30 年度目標 

１ 条約上の中央当局の任務を適切に実施するとともに，これまでの実績を踏まえた支援の拡大等の制

度的改善を検討する。 

２ 子の連れ去り等を未然に防止するための積極的かつ効果的な広報を行う。 
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３ 特に，アジア地域を中心に条約の普及促進に努める。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 30 年度は，56件の援助申請を受け付けた（返還援助申請が 44 件，面会交流援助申請が 12件）。 

  法に定められた要件を満たさず却下した事案及び審査中の事案等を除く 49 件について援助決定を

行い，外国中央当局との調整，子の所在特定，友好的な解決に向けた協議のあっせん，裁判所に提出

する資料の翻訳等の支援を行った。その結果，30 年度中には，条約に基づき，日本から外国への子

の返還が９件，外国から日本への子の返還が９件実現した。 

  また，ハーグ条約事案の当事者は，DV 被害を主張することがあり，在外公館に一定数の相談が寄

せられている背景を踏まえ，豪州及び英国において，日本語対応可能な DV 被害者支援団体と在外公

館との間で新たに委託業務を締結し，潜在的なハーグ条約事案にも対応できるよう支援内容を拡大し

た。 

２ ハーグ条約の認知度を高め，子の連れ去り等を未然に防止すべく，パンフレットやリーフレットを

在外公館や市区町村，旅券事務所など，広く一般の目につく場所に送付したほか，弁護士，地方自治

体職員等を対象としたセミナーを全国 26 か所で開催した。また，８月にはハーグ条約室のツイッタ

ーを開設し，31 年２月にはホワイトボードアニメーションを活用した動画を作成するなど，多様な

広報ツールを用いて，より幅広い層へのハーグ条約の周知に取り組んだ。 

３ アジア地域の締約国であるタイ，フィリピンに対して，日本の知見・経験を共有し，条約実施能力

の向上を図るため，中央当局や裁判所との意見交換会を行った。また，31 年３月にはアジア地域の

締約国・非締約国を含む，在京外交団向けセミナーを東京で開催し，条約の普及に努めるとともに，

日本において条約の実施に携わる弁護士と在京外交団が交流する機会を提供した。 

 

令和元年度目標 

１ 条約上の中央当局の任務を適切に実施するとともに，これまでの実績を踏まえた支援の拡大等の制

度的改善を検討する。 

２ 日本の条約実施状況に係る理解を促進するため，また，子の連れ去り等を未然に防止するための積

極的かつ効果的な広報を行う。  

３ 特に，アジア地域を始めとした条約の普及促進に努める。 

 

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠 

日本について本条約が発効し５年が経過したことから，これまで積み上がってきた実績を踏まえた実

施状況の検討を行うことにより，必要に応じ，支援内容の拡充等の措置をとり，条約上の中央当局の任

務を適切に実施することが重要である。 

 そして，これまでの日本の条約実施状況に係る理解を促進することは，各国中央当局等との円滑な連

携等，条約の適切な実施に資するため，また，条約の周知により未然に子の連れ去りを予防することが，

子の利益を重要視する条約の目的に照らして重要性が高いため，引き続き，広く一般に周知するための

積極的な広報を行う必要がある。 

 さらに，我が国と関係が深いアジア諸国を中心に，非締約国のハーグ条約への加入を働きかけ，支援

することにより，同条約の普及促進を図っていくことが重要である。 

 

 

測定指標１－７ 在留届の電子届出率（利用率）及び外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者数 

注：本測定指標は，目標を達成したことから，29年度をもって設定を終了した。 

 

 

 

中期目標値 28 年度 29 年度 

30 年度 年度目標値 実績値 年度目標値 実績値 

在留届 － 75％ 82.9％ 80％ 83％ 

「たびレジ」 

30 年夏目処までに，

累計登録者数240万

人を達成する。 

前年以上の

登録者数 

960,196 人 

( 累 計 ：

1,766,955 人) 

60 万人 

1,753,349 人 

( 累 計 ：

3,520,304 人) 

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠 

 在留届の電子届出率や「たびレジ」登録者数を継続して測定することは，在留邦人や旅行者等に対す

る情報提供サービス向上の進捗を把握する上で有益である。 
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 在留届電子届出：「IT 新改革戦略」（IT 戦略本部決定（18 年１月 19 日））において，「国・地方公共

団体に対する申請・届出等手続におけるオンライン利用率を 2010 年までに 50％以上」との目標が定め

られ，当該目標については，28 年度に 80％を超えているが，引き続きサービスを継続し，この水準を

維持することが重要である。 

 「たびレジ」：28 年７月のダッカ襲撃テロ事件を受けた「『在外邦人の安全対策強化に係る検討チー

ム』の提言」点検報告書において，「たびレジ」の累計登録者数を 30年夏目処までに，240 万人とする

ことを目標としている。そこで 29 年度については，28 年度の目標値（約 55 万人）を５万人上回る，

60 万人を年度目標値とした。 

 

 

測定指標１－８ 領事業務の業務・システムの最適化の事業の進展（単位：時間） 

年間業務処理

時間削減（17 年

度比） 

中期目標値 29 年度 30 年度 令和元年度 

--年度 年度目標値 実績値 年度目標値 実績値 年度目標値 

－ 10,740 10,640 10,740 10,682 10,740 

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠 

領事業務の業務・システム最適化計画における効果・サービス指標として，27 年度までに達成する

ことを目標として公表している時間数であるため，これを目標値としている。 

なお，「領事業務の業務システム最適化計画に基づいた，旅券システム，査証システム等に係る運用

経費の削減」については，領事関連情報システムの統合により既に実現しており，年間業務処理時間の

削減も，旅券ダウンロード申請書の利用率向上を残すのみであるところ（当初の想定では在外公館のダ

ウンロード申請書利用率 50％としているが，９月から 12 月の実績では平均約 38％），ダウンロード申

請書の利用につき引き続き周知に努めていく。 

 

 

参考指標：国外における一般旅券の不正使用把握件数 （括弧内は関連した旅券の冊数）及び一般旅券

のなりすましによる不正取得数（暦年） 

 

 

実 績 値 

28 年 29 年 30 年 

一般旅券不正使用件数 

（括弧内は関連した旅券冊数） 

34 

(37) 

33 

(45) 

14 

(42) 

一般旅券のなりすましによる不正

取得数 
8 10 10 

 

達成手段 

達成手段名 

(開始年度) 

(関連施策) 

達成手段の概要（注） 
関連する

測定指標

予算額計(執行額) 

（単位：百万円） 

当初予算額 

（単位：百万円） 

行政事業

レビュー

事業番号28 年度 29 年度 30 年度 令和元年度 

①領事サー

ビスの充実 

（昭和 43 年

度） 

利用者のアンケート調査結果や領事窓口案内員の活動報告等を現場にフィ

ードバックすることにより，在留邦人を始めとした利用者が，領事窓口の在り

方についてどのような意見を持っているかを理解するとともに自己改善に努

める。また，領事に求められる役割が拡大・増大する中で，多岐にわたる領事

事務分野の理解度を深め，必要な能力向上が図られるよう研修を計画・実施す

る。 

これらの取組により，より良い領事サービスの提供を図っていく。 

1-1 

274 

(263) 

272 

(253) 

271 

(265) 

266 

 

127 

②海外子女

教育体制の

強化 

（昭和 34 年

度） 

日本人学校・補習授業校の運営主体たる学校運営理事会に対し，在外教育施

設の運営・維持に必要な財政上の援助を実施する。特に，安全対策については，

危機管理専門家による安全評価を参考に人的・物的安全対策の強化を継続的に

推し進める。 

これらの取組により，海外子女が日本と同程度の教育を可能な限り負担の少

1-3 
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ない形でかつ安心・安全な環境で受けることができるようにする。 

3,285 

(3,226) 

4,297 

(4,009) 

3,447 

(3,239) 

3,458 

 

125 

③旅券関連

業務 

（ ＊ ） 

 

旅券の申請・受付・審査・作成・交付・記録・管理等の多岐にわたる業務の

実施のために必要な経費。 

これにより，円滑な旅券の発給や不正取得の防止を行う。 

1-4 

7,147 

(7,484) 

8,411 

(8,526) 

8,730 

(8,711) 

7,966 

 

124 

④旅券行政

問題研究会 

（27年度） 

行政法を専門とする学者等の参加を得て，旅券行政問題関係の研究会を開催

する。 

これにより，旅券の発給等をめぐって国民と行政府との間に生じた旅券行政

上の様々な問題や課題等について専門家の助言を得つつ議論を行い，研究会に

おいて蓄積した知見を将来の旅券法改正に活用する。 

1-4 

0.6 

(0.1) 

0.3 

(0.3) 

0.3 

(0.1) 

0.3 130 

⑤在外選挙

関連事務に

必要な経費 

（12年度） 

 

在外選挙人の選挙権行使の機会が確保されるよう制度の周知・広報に努め

る。 

これにより，在外選挙の円滑な実施のための体制整備に寄与する。 

1-5 

355 

(345) 

237 

(188) 

102 

(95) 

330 128 

⑥ハーグ条

約の実施 

（24年度) 

 

条約及び同条約実施法に基づき，国境を越えた子の不法な連れ去り等の問題

の解決・予防及び国境を越えた親子間の面会交流に関する支援を行う。また，

積極的に広報を行い，条約を周知する。 

これにより，条約の適切な実施に寄与する。 

1-6 

157 

(110) 

152 

(105) 

146 

(101) 

141 129 

⑦領事シス

テム 

（23年度） 

 

領事業務の業務システム最適化計画に基づいた領事関連情報システムを統

合する。 

これにより，旅券システム，査証システム等に係る運用経費の削減環境を整

備する。 

1-8 

2,904 

(2,822) 

3,149 

(3,020) 

3,127 

(3,072) 

3,913 126 

(注)各達成手段の目標については，「関連する測定指標」欄で示した測定指標に記載のある中期/年度目標

を参照願いたい。  
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個別分野２ 在外邦人の安全確保に向けた取組 

施策の概要 

１ 在外邦人の安全対策の強化 

海外に渡航・滞在する邦人の安全対策を強化するため，的確な情報収集・発信力の強化や在外公館

の危機管理・緊急事態対応の向上，中堅・中小企業との連携を一層強化する。また，邦人の海外安全

に関する意識を高めるための広報・啓発を効果的に推進する。 

２ 在外邦人の援護体制の強化 

国民目線の丁寧かつ円滑・確実な対応を確保するための，国内外の各種機関・団体との連携・協力

関係，ネットワーク化の形成を推進し，邦人援護体制・基盤の強化を図る。 

 

関連する内閣の重要政策（施策方針演説等のうち主なもの） 

・第193回国会外交演説（平成29年１月20日） 

平和と安全／法の支配の強化 

・経済財政運営と改革の基本方針 2018（平成 30年６月 15日 閣議決定） 

第２章７．（１）① 外交 

・バングラデシュにおけるテロ事案を受けた取組（平成28年７月11日 国際組織犯罪等・国際テロ対策

推進本部決定） 

２ 海外における邦人の安全確保 

・パリにおける連続テロ事件等を受けたテロ対策の強化・加速化に向けた主な取組（平成28年７月11

日 国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部決定） 

 

 

測定指標２－１ 在外邦人の安全・危機管理に関する体制整備 

中期目標（--年度） 

海外安全情報を適時適切に提供し周知する。また，在外公館邦人援護体制を強化する。 

 

29 年度目標 

１ 閉館時の緊急電話対応業務について，不要不急の案件等については外部委嘱による専門業者に対応

を依頼することで，領事担当者が真に支援が必要な邦人保護業務に集中的に対応が可能となる体制を

整備するため，近年新設された公館を中心に，入電件数や専門業者の対応可能国であるかなどを勘案

の上，新規導入を図る。 

２ 海外安全ホームページについては，今後も不断の見直しを行い，「見やすさ・わかりやすさ・使い

やすさ」に向けた改善・強化のため，引き続きシステム改修・掲載内容の改善を図る。 

３ 海外安全対策啓発（旧：海外安全キャンペーン）については，在外邦人の安全対策強化を目的とし，

引き続き，海外安全ホームページや外務省海外旅行登録「たびレジ」，「海外安全アプリ」の一層の

認知度向上・利用促進等を，民間からの協力を得つつ「ゴルゴ 13」の安全対策マニュアルも活用し，

各種広報に取り組む。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 新たに在ブルキナファソ大使館を加え，在外公館の閉館時における緊急電話対応業務の外部委託を

計 172 公館へと拡大した。 

２ 海外安全ホームページの脆弱性対策として，掲載されている全ての動的コンテンツを静的化する改

修を完了した。また，「ゴルゴ 13 の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」の特設ページを

海外安全ホームページ内に設置し，安全情報を幅広く提供した。同ページへの累計アクセス数は 30

年３月現在 190 万件以上を達成した。さらに，「国民の安全対策に役立つ，精度の高い情報を，適時

に分かりやすく伝える」ことを実現し，ユーザー目線に立った使いやすいものとするために，海外安

全ホームページのリニューアルを念頭に置いた新規ページデザイン及びその設計図の企画競争入札

を行った。 

３ 海外安全対策啓発として，３日間で延べ 19 万人以上が来場した国内最大の旅行業展示会「ツーリ

ズム EXPO ジャパン 2017」に外務省領事局ブースを出展し，海外における安全対策の推進を目的とし

て「ゴルゴ 13 の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」，「たびレジ」広報冊子の配布等，

各種広報を実施した。また，旅行ガイドブック及び機内誌を含む誌面媒体等に海外安全情報に関する

寄稿及び広告を掲載した。ゴルゴ 13 の安全対策マニュアルについては，「中堅・中小企業海外安全
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対策ネットワーク」や羽田空港における「夏休み海外安全対策キャンペーン」等を通じ，電子版及び

冊子版を国内外に幅広く展開した。 

 

30 年度目標 

１ 海外で緊急事態が発生した際にメールやショートメッセージサービス（SMS）等を活用し，邦人へ

の安全情報の提供や安否確認をより迅速に実施できるよう，体制やシステムの強化を図る。また，近

年新設された在外公館を中心に，閉館時緊急電話対応業務委嘱の新規導入を図るなど，24 時間対応

体制を強化・継続する。 

２ 今後も海外安全ホームページを不断に見直し，「見やすさ・わかりやすさ・使いやすさ」に向けた

改善・強化のため，引き続き，システム改修・掲載内容の改善を図る。 

３ 海外安全対策啓発については，在外邦人の安全対策強化を目的とし，引き続き，海外安全ホームペ

ージや外務省海外旅行登録「たびレジ」，「海外安全アプリ」の一層の認知度向上・利用促進等を図

り，民間からの協力を得つつ「ゴルゴ 13 の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」も活用し，

各種広報に取り組む。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 緊急事態発生時のメールやショートメッセージサービス（SMS）による安否確認において，従来の

対象者は在留届及び「たびレジ」登録者に限られていたが，「安全状況等確認システム」を 30 年度

に改修したことで，在留届や「たびレジ」に登録していなくとも，メールを送信することができる邦

人であれば安否情報を同システムのデータベースに統合できるようになった。また，29 年度に続き，

台湾，カンボジア及びベトナムで同システムを利用した安否確認訓練を実施した。 

  さらに，閉館時緊急電話対応業務委嘱をアフリカ・南米の計３公館に追加導入し，在外公館による

閉館時対応体制を拡充した（導入済み公館は計 175 公館となった。）。 

２ 海外安全ホームページのデザインを全面的にリニューアルし，ユーザーにとって見やすい内容へと

改修した。 

３ ３日間で延べ約 20 万人が来場した国内最大の旅行業展示会「ツーリズム EXPO ジャパン 2018」に

おいて，吉本興業（株）の協力により海外安全対策への注意を促すイベントを実施したほか，外務省

領事局ブースを出展し，広報冊子の配布や相談対応を行うなど，海外安全対策の啓発活動を実施した。

また，「たびレジ」の登録促進のためケンドーコバヤシ氏に「夏休み『たびレジ』登録推進書記官」

を委嘱し，精力的な広報活動を実施した。その様子は各種メディアで広く取り上げられ，キャンペー

ン期間中（７月３日～８月 31 日）の「たびレジ」登録者数及び SNS での関連リアクション等の合計

が 50 万を超えた。このように，民間企業との連携や SNS の活用により「たびレジ」やキャンペーン

などの海外安全対策に向けた取組が拡散され，高い広報効果が認められた。これを受け，10 月には

吉本興業（株）及びケンドーコバヤシ氏に外務大臣感謝状を贈呈するとともに，同氏には「たびレジ」

登録推進大使を約１年間委嘱し，海外安全対策において同社と協力することを報道発表した。 

  さらに，「ゴルゴ 13 の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」の動画版を日本航空及び全

日本空輸国際線の機内エンターテイメントで放映し，海外渡航者へ広くアピールした。 

  これらの取組を，「中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク」や「外務省・トラベルエージェン

シー連絡会」，当省公式 SNS，羽田空港における「夏休み海外安全対策キャンペーン」等を通じ幅広

く展開した。 

 

令和元年度目標 

１ 在外公館による緊急事態邦人保護対処訓練の着実な実施等を通じ，在外公館の危機管理体制の強化

を図る。 

２ 今後も海外安全ホームページの改善に努め，ユーザーにとって「見やすい・わかりやすい・使いや

すい」内容とすべく，システム改修・掲載内容の改善を図る。また，同ホームページを通じて，海外

渡航の際に有益な安全情報（危険レベル，安全対策基礎データ等）を適切に発信する。 

３ 海外安全対策啓発においては，引き続き，海外安全情報の発信の基盤となる海外安全ホームページ，

外務省海外旅行登録「たびレジ」及び「海外安全アプリ」の一層の認知度向上・利用促進等を図る。

その際，「ケンドーコバヤシ『たびレジ』登録推進大使」を始めとした吉本興業（株）とのコラボレ

ーションなど，民間との連携を活用し，啓発を強化する。 

  また，令和元年度当初予算で実施するデジタル広告では，検索エンジンの広告を最大限活用した形

で効果的な啓発を図る。 

 

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠 
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 海外渡航邦人数が年間約 1,900 万人，在留邦人数が約 135 万人に達し，海外における危険が多様化・

複雑化する中で，邦人の安全確保に向けた在外公館の緊急事態対処訓練や情報発信基盤の強化に向けた

取組の実績を測ることは，施策の進捗を把握する上で有益である。 

 在外邦人の安全対策及び在外邦人に対する支援・援護体制の強化のためには，今後も継続して，緊急

事態発生時の対応能力の向上及び最新の各種安全情報の効果的な発信を行っていくことが必要である。 

 

 

測定指標２－２ 在外邦人保護のための緊急事態対応 ＊ 

中期目標（--年度） 

 大規模緊急事態における迅速な対応のため体制等を整備・強化する。 

 

29 年度目標 

引き続き，大規模緊急事態発生時における邦人援護に対する迅速な対応について体制等を更に整備・

強化するため，以下を実施する。 

１ 無線機については，現地通信インフラの整備状況，治安状況を勘案し，邦人援護活動に必要な台数，

機種の適正配備を実施する。 

２ 邦人短期渡航者用緊急備蓄品については，引き続き，緊急事態発生の蓋然性が高い途上国・地域に

対し，邦人の年間渡航者数も考慮した上で，効率的な配備に努める。 

３ 大規模自然災害や反政府勢力による騒擾など緊急事態発生時に，在留邦人・邦人渡航者に対して，

迅速な情報提供及び安否確認ができるショートメッセージサービス（SMS）システムを随時改修し，

安定した運用が可能となるよう努める。 

４ 引き続き，海外緊急展開チーム（ERT）指名者の一部を自衛隊在外邦人等輸送訓練へ参加させるな

ど，海外での緊急事態発生時における速やかな対応に向けた体制を強化する。 

５ 官民合同実地訓練については，ダッカ襲撃テロ事件等も踏まえ，緊急事態発生時における対処方法

を習得するとともに官民の連携の強化を促進する。 

６ テロ・誘拐事件体制強化については，テロ・誘拐事件対応に実績を有する危機管理会社から，緊急

事態対応に係る専門的な助言・情報や各国の誘拐情勢に関する情報を得て，各国情勢の把握に一層努

めるとともに，緊急事態への対応力を強化する。 

７ 新型インフルエンザ，国際的に脅威となる感染症への対応に係る取組を進める。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 大規模緊急事態に備えた無線機の整備として，アジア・欧州地域の在外公館を中心に約 200 台の機

器の買換え・新規配備等を行った。 

２ 邦人短期渡航者用緊急備蓄品については，大規模自然災害発生等の蓋然性の高い国・地域を中心に

計 94公館（新規配備の４公館を含む）に購送し，効率的な配備に努めた。 

３ 在留邦人や邦人渡航者に対する情報提供及び安否確認等のための SMS システム運用を 30 年２月に

カンボジアでも開始し，計 17 か国・地域で導入した（30 年２月現在）。また，SMS 到達率向上のた

めのシステム改修等，運用安定化のための各種施策を実施した。 

４ 海外緊急展開チーム（ERT）強化の一環として，海外の緊急事態発生時における対応能力強化のた

め，ERT の一部を誘拐・被害者家族支援研修，テロ・誘拐対策官民合同実地訓練及び国内外で実施さ

れる防衛省・自衛隊による在外邦人等輸送・保護措置訓練へ参加させた。 

５ 官民合同実地訓練について，危機管理会社が実施するフィールド型の実地訓練（官民合同テロ・誘

拐対策実地訓練）に官民合同で参加した（海外（英国）で３回実施。外務省職員及び企業関係者計

22 名が参加）。 

６ 危機管理会社から提供される海外のテロ等の脅威情報を，海外における邦人の安全対策強化のため

に活用した。 

７ ５月にコンゴ民主共和国で発生したエボラ出血熱等に対して，感染症スポット情報発出等の注意喚

起を速やかに実施した。 

 

30 年度目標 

１ 無線機については，現地通信インフラの整備状況，治安状況を勘案し，邦人援護活動に必要な台数，

機種の適正配備を実施する。 

２ 邦人短期渡航者用緊急備蓄品については，引き続き，緊急事態発生の蓋然性が高い国・地域に対し，

邦人の年間渡航者数も考慮した上で，効率的な配備に努める。 
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３ 大規模自然災害や反政府勢力による騒擾など緊急事態発生時に，在留邦人・邦人渡航者に対して，

迅速な情報提供及び安否確認ができるショートメッセージサービス（SMS）システムを随時改修し，

安定した運用が可能となるよう努める。 

４ 引き続き，海外緊急展開チーム（ERT）指名者の一部等を国内外で実施される防衛省・自衛隊によ

る在外邦人等輸送・保護措置訓練等へ参加させるなど，海外での緊急事態発生時における対応能力向

上に向けた体制を強化する。 

５ 官民合同実地訓練については，欧米・アジアへのテロの拡散等海外における邦人を取り巻く環境が

厳しさを増す中，緊急事態発生時における対処方法を習得するとともに官民の連携の強化を促進す

る。 

６ テロ・誘拐事件体制強化については，テロ・誘拐事件対応に実績を有する危機管理会社から，緊急

事態対応に係る専門的な助言・情報や各国のテロ・誘拐情勢に関する情報を得て，各国情勢の把握に

一層努めるとともに，緊急事態への対応力を強化する。 

７ 新型インフルエンザ及び国際的に脅威となる感染症の予防のための注意喚起や感染時の対応への

取組を進める。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 従来の無線機器類を配備しつつ，現地事情に適した機器の導入を検討するなど，時宜にかなった無

線環境を整備した。 

２ 邦人短期渡航者用の緊急備蓄品を，大規模自然災害発生等の蓋然性が高い国・地域を中心に計 49

公館（新規配備の２公館を含む）に購送し，効率的な配備に努めた。 

３ 在留邦人や邦人渡航者に対する情報提供及び安否確認等のためのショートメッセージサービス

（SMS）システムの運用を引き続き 17 か国・地域で実施（31 年３月現在）した。また，ベトナムに

おける電話番号桁数の変更に伴いシステムを改修するなど，SMS 到達率向上及び運用安定化のための

各種改善を実施した。 

４ 海外緊急展開チーム（ERT）強化の一環として，海外の緊急事態発生時における対応能力強化のた

め，ERT の一部を誘拐・被害者家族支援研修，テロ・誘拐対策官民合同実地訓練及び国内外で実施さ

れる防衛省・自衛隊による在外邦人等輸送・保護措置訓練へ参加させた。 

５ 官民合同テロ・誘拐対策実地訓練の簡易版（短時間）を交通至便な都内において，参加費を当省が

補助するなど企業による参加を容易にした形で初めて開催した。当省からは領事局及び国際協力局の

安全対策担当９名，企業関係者からは 115 名が参加し，官民連携を強化した。参加者からは，本件取

組が企業にとり有益であり，今後の継続を希望する旨の評価が多数寄せられた。 

  国外訓練の従来の主な参加者は ERT 要員を始めとする領事担当であったが，30 年度は新たに在外

公館の総括担当（次席館員）等も参加した。 

６ 危機管理会社から提供される海外のテロ等の脅威情報を，海外における邦人の安全対策強化のため

に活用した。 

７ コンゴ民主共和国において発生したエボラ出血熱の流行に対して，速やかに感染症危険情報を発出

するなど，適時適切な情報発信を行った。 

 

令和元年度目標 

１ 緊急時邦人保護用の無線機については，現地の通信インフラ環境，情勢，在留邦人数等を総合的に

勘案し，適切に配備する。 

２ 邦人短期渡航者用緊急備蓄品については，引き続き，各国・地域における緊急事態発生の蓋然性及

び邦人の年間渡航者数を考慮した上で，効率的な配備に努める。 

３ 大規模自然災害や反政府勢力による騒擾など緊急事態発生時に，在留邦人・邦人渡航者に対して，

迅速な情報提供及び安否確認ができるよう，ショートメッセージサービス（SMS）システムを現地事

情に合わせて随時改修し，安定した運用を図る。 

４ 海外緊急展開チーム（ERT）指名者の一部等を国内外で実施される防衛省・自衛隊による在外邦人

等輸送・保護措置訓練等へ参加させるなど，海外での緊急事態発生時における対応能力向上に向けた

体制を強化する。 

５ 官民合同テロ・誘拐対策実地訓練を国内外で実施する際は，参加経験のない省員を参加させること

で当省の体制をより一層強化するとともに，可能な限り多くの企業参加者を募ることで官民連携の更

なる強化を図る。 

６ 新型インフルエンザ及び国際的に脅威となる感染症への対応に係る取組を進める。 

 

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠 
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大規模緊急事態に備え，様々な情報発信手段を活用した在外邦人に対する情報提供と安否確認を含め

た迅速な対応を可能とする体制の構築に関する実績を測ることは，施策の進捗を把握する上で有益であ

る。 

 在外邦人の安全対策及び在外邦人支援・援護体制の強化のため，必要な無線機の適正配備，邦人短期

渡航者用緊急備蓄品の効率的な配備，IT 等を活用したより効果的な情報提供及び安否確認のためのシ

ステムの導入が必要である。 

官民連携強化の観点から，テロ・誘拐対策実地訓練を官民合同で実施していく必要性がますます高ま

っている。 

 

 

測定指標２－３ 在外邦人の安全に関する情報収集と官民連携 ＊ 

中期目標（--年度） 

海外安全情報の収集・発信を強化する。危機管理意識を向上させる。海外安全に係る官民協力を強化

する。 

 

29 年度目標 

１ 海外安全情報収集のための委嘱契約については，引き続き中東・アフリカ等，危険度が高まった国

や地域における情報提供者の積極的な発掘を進めるほか，治安コンサルタント等への調査委託によ

り，邦人の安全確保に資する情報を収集する。 

２ 引き続き海外安全官民協力会議，「中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク」など官民協力の会

合を本省及び在外公館において定期的に開催し，海外安全対策に関する民間企業のニーズを聴取する

場として大いに活用するとともに，官民間の危機管理意識等の共有を図る。また，「ゴルゴ 13 の中

堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」を同ネットワーク等を通じて全国展開する。 

３ 国際ニュースモニタリングサービスについては，24 時間 365 日体制でモニタリングし，邦人に関

わり得る事件の迅速な把握，また，緊急事態発生時における迅速な初動体制の構築と邦人保護の的確

かつ迅速な対応に努める。 

４ 国内安全対策セミナーについては，その内容を拡充するとともに，引き続き民間団体等と連携して，

継続的に実施することにより，海外に渡航・滞在する邦人の危機管理意識を効果的に向上させ，安全

対策の強化を図る。 

５ 在外安全対策セミナーについては，中東・北アフリカ地域のみならず欧米諸国の主要都市などでも

実施し，在留邦人の危機管理意識の向上や安全対策の強化を図る。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 海外の情報提供者との治安・安全情報の収集契約につき，６件の新規契約を行い，邦人犯罪被害者

支援に関する調査委託をドイツにて実施した。また，右情報を邦人の安全確保のため海外安全情報や

領事メール等で活用した。 

２ 「海外安全官民協力会議」（国内で開催）本会合を１回，幹事会を３回それぞれ実施し，最近のテ

ロ情勢を含む各国治安情勢や感染症問題，短期渡航者を含む在外邦人の安全対策等について議論し

た。 

「中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク」に，外務省からの呼び掛けに応じて新たに８組織が

参加し，計 29組織に拡大した。また，本会合及び幹事会をそれぞれ１回開催した。 

「ゴルゴ 13 の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」は， 30 年３月時点で特設ページに

190 万件を超えるアクセスがあったほか，上記ネットワーク等を通じて冊子版を国内外に広く展開し

た（制作した 11 万部の大部分を 29年度中に配布済み）。 

在外公館で民間企業や在外邦人との間で「安全対策連絡協議会」を実施し，上記「ゴルゴ 13 の中

堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」も活用しつつ，邦人の海外安全対策に関する意見交換や

情報収集，危機管理意識の喚起等を行った。 

短期渡航者の安全対策強化のために，（社）日本旅行業界等と共催し，添乗員に対するセミナーを

東京及び大阪で計６回開催した。また，留学生に対しても全国各地の高校・大学における計 38 回の

安全対策講演会や意見交換会を実施し，学生及び学校関係者の安全意識の向上を図った。 

３ 主要海外通信社（AP,ロイター等）の外電や欧米主要国の渡航情報を 24時間 365 日体制でモニタリ

ングし，緊急事態発生時の迅速な初動体制構築及び在留邦人等への注意喚起に活用するなど，邦人保

護業務の的確かつ迅速な対応に努めた。 

４ 国内では，海外進出企業や教育機関を対象に，最新のテロ情勢，危機管理・安全対策等を内容とす
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る「国内安全対策セミナー」(旧：官民安全対策セミナー)を，地方自治体，経済団体及び関係省庁等

の協力を得て，東京，大阪，名古屋，岐阜，四日市及び那覇の６都市において延べ８回実施した（延

べ約 900 人が参加）。 

企業関係者を対象としたセミナーについては，開催場所を岐阜，四日市及び那覇などの地方の中核

都市にも拡大。また，四日市におけるセミナーでは，共催の（独）中小企業基盤整備機構のアドバイ

ザーを講師に迎え，ビジネスリスクマネージメントに関する講演を実施することで，より幅広いニー

ズに合わせた講演内容となるよう努めた。 

教育機関を対象としたセミナーについては，文部科学省から正式に後援を受けて，同省と協力しな

がら実施に向けた調整を行うとともに，講演内容についても受講者のニーズに沿った内容にするよう

努めた。 

５ 海外の在留邦人等に対して「在外安全対策セミナー」をアフリカ，南西アジア，米国，中東，東南

アジア，欧州の 20 か国の主要都市で開催した。また，同セミナーの一環として，現地専門家による

講演（１都市）も実施し，在留邦人の危機管理意識の向上や安全対策の強化を図った。 

 

30 年度目標 

１ 海外安全情報収集のための委嘱契約については，引き続き，中東・アフリカ等，危険度が高まった

国や地域における情報提供者の積極的な発掘を進めるほか，治安コンサルタント等への調査委託によ

り，邦人の安全確保に資する情報を収集する。 

２ 引き続き「海外安全官民協力会議」，「中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク」，「安全対策

連絡協議会」など，官民協力の会合を本省及び在外公館において定期的に開催し，海外安全対策に関

する民間企業のニーズを聴取する場として大いに活用するとともに，官民間の危機管理意識等の共有

を図る。また，中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク等を通じて「ゴルゴ 13 の中堅・中小企業

向け海外安全対策マニュアル」を展開し，安全対策に対する意識を喚起する。 

３ 国際ニュースモニタリングサービスについては，24 時間 365 日体制でモニタリングし，邦人に関

わり得る事件を迅速に把握し，また，緊急事態発生時における迅速な初動体制の構築と邦人保護の的

確かつ迅速な対応に努める。 

４ 国内安全対策セミナーについては，その内容を不断に見直すとともに，引き続き，地方自治体，経

済団体，関係省庁等と連携して，継続的に実施することにより，海外に渡航・滞在する邦人の危機管

理意識を効果的に向上させ，安全対策の強化を図る。 

  在外安全対策セミナーについては，これまで実施してきた地域にとらわれず，開催国を広げること

で，在留邦人の危機管理意識の向上や安全対策強化を図る。 

５ 政府は令和２（2020）年までに邦人留学生数を 27（2015）年から倍増することを閣議決定してい

るところ，安全対策講演会の開催等により，留学生及び教育機関の安全意識の向上を図る。 

また，短期渡航者の安全対策強化のために添乗員に対する安全対策セミナーを継続する。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 海外安全情報収集のための委嘱契約をベネズエラ，ラマッラ及び南スーダンを含む 19 公館，20地

域において実施し，在外公館ホームページや安全対策連絡協議会等を通じて発信し，邦人の安全対策

向上に努めた。 

２ 「海外安全官民協力会議」の本会合を１回，幹事会を４回開催した。最近のテロ情勢を含む各国治

安情勢や感染症対策，短期渡航者を含む在外邦人の安全対策等について議論したほか，企業側が各種

課題への対応方法を発表し，官民相互の取組に関する理解を深めた。 

  在外公館において民間企業や在外邦人との間で「安全対策連絡協議会」を全世界で 460 回以上（31

年２月時点）実施した。 

  企業から要望のあった「ゴルゴ 13 の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」動画版を新た

に作成し，企業内研修に供したほか，中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク等を通じてインター

ネット上での動画の拡散を図るなど（再生回数は 40 万回超），更なる啓発を実施した。 

３ 主要海外通信社（AP，ロイター等）の外電や欧米主要国の渡航情報に加え，ラマダン期間中にはア

ラビア語のニュースソースを 24 時間 365 日体制でモニターし，これを海外における緊急事態発生時

の迅速な初動体制の構築や，邦人への迅速な情報発信に積極的に活用したことにより，邦人保護業務

を的確かつ迅速に遂行した。 

４ 国内では，最新のテロ情勢，危機管理・安全対策等を内容とする「国内安全対策セミナー」（旧：

官民安全対策セミナー）を，海外進出企業及び教育機関を対象に，東京，大阪，名古屋，札幌，仙台，

新潟，浜松，広島及び福岡の９都市において延べ 11 回実施した（延べ約 730 人が参加）。 

  セミナー集客の向上及び参加者の裾野の拡大のため，開催場所を地方の中核都市に拡大し，外務省
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海外安全ホームページ，フェイスブック，ツイッター，また，関係省庁，地方公共団体及び経済団体

などのネットワークを通じて周知し，講演内容を拡充した。従来のセミナー内容である「政府の取組」，

「机上演習を交えた事案対応」の２本柱に加え，企業の海外展開に欠かせないビジネス上のノウハウ

等について，日本貿易振興機構，中小企業基盤整備機構等の専門家による講演を実施した。これによ

り，海外安全対策まで関心の及ばない企業関係者の参加を促し，より幅広いニーズに対応するよう努

めた。 

  海外では，在留邦人等に対して「在外安全対策セミナー」を中南米，北東アジア，中東，東南アジ

ア，南西アジア及びアフリカの 16 か国の主要都市で開催した。ナイロビでは，襲撃テロ事件に邦人

が居合わせたことから在留邦人の間の危機管理意識が高まったことにより，開催希望を受けて緊急開

催した。また，同セミナーの一環として，現地専門家による講演（１都市）も実施し，在留邦人の危

機管理意識の向上や安全対策の強化を図った。 

５ 全国各地の高校・大学等の教育機関等において，計 28 回の講演会を実施し，一般的な治安対策の

説明に加え，学生が被害に巻き込まれた状況を想定したシミュレーションを実施するとともに，危機

管理対応に係るアドバイスを行った。なお，添乗員に対する安全対策セミナーは，関係団体の日程調

整がつかなかったことから実施を見送った。 

 

令和元年度目標 

１ 多数の邦人が滞在・渡航する危険地域に関する情報の収集を現地専門家に委嘱し，邦人の海外安全

に資する情報を迅速に発信する。 

２ 「海外安全官民協力会議」，「中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク」，「安全対策連絡協議

会」など，官民協力の会合を本省及び在外公館において定期的に開催し，海外安全対策に関する民間

企業のニーズを聴取するとともに，官民間の危機管理意識等の共有を図る。 

３ 国際ニュースモニタリングを 24 時間 365 日体制で実施し，邦人に影響が及ぶ事件の把握，緊急事

態発生時における初動体制の構築及び邦人への情報発信を迅速に行い，邦人保護の的確かつ迅速な実

施に努める。 

４ 国内安全対策セミナーの内容を不断に見直すとともに，引き続き，地方自治体，経済団体，関係省

庁等と連携して，継続的に実施する。それにより，海外に渡航・滞在する邦人の危機管理意識を効果

的に向上させ，安全対策の強化を図る。 

在外安全対策セミナーは，現地のニーズに合わせて実施地域を拡大し，在留邦人の危機管理意識の

向上や安全対策強化を図る。 

５ 大学等の教育機関において安全対策講演会を開催し，留学生及び教職員の安全対策意識の向上を図

る。 

 

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠 

現地情報の収集とともに，国内及び在外公館において，官民の双方向による海外安全に係る情報共有

や安全対策に関する意見交換・訓練等を行うことが，安全対策の強化のためにますます必要となってき

ており，これらの実施状況を測ることは，施策の進捗を把握する上で有益である。 

 在外邦人の安全対策及び在外邦人に対する支援・援護体制の強化のためには，今後も継続して，現地

安全情報の収集に加え，民間側の危機管理意識を高めるとともに，官側においてもその成果を更なる情

報収集や安全対策の立案に活用することが重要である。 

 また，中堅・中小企業との連携を更に強化するためには，28 年に立ち上げた「中堅・中小企業海外

安全対策ネットワーク」の効果的な活用を定着させることが肝要であるとともに，同ネットワークを通

じて「ゴルゴ 13 の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」を始めとする海外安全対策に必要な

情報を全国の中堅・中小企業が容易に入手し，活用できるよう図っていくことも重要である。 

在外安全対策セミナーについては，実施国・地域以外についても企業関係者等から開催希望の声が寄

せられているほか，在外公館からも照会が相次いでいることから，更なる国・地域での開催を実施する

ことで，在留邦人の危機管理意識の向上や安全対策強化を図ることが求められている。 

 

 

測定指標２－４ 困窮邦人等の援護 

注：本測定指標は，29 年度をもって設定を終了し，30 年度から外部人材を通じた援護件数を参考指標

とした。 

中期目標（--年度） 

年々多様化する邦人援護に対応するため体制を構築する。 
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29 年度目標 

兼轄国及び遠隔地等においても援護を必要とする邦人への迅速な支援を行う。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 兼轄国及び遠隔地においても，交通事故に巻き込まれた邦人の安否確認や病死した邦人に係る諸手

続における外部の協力者による支援を予定していたが，該当事案は発生しなかった。 

２ 精神科顧問医を活用したカウンセリング等，延べ 99 件（第３四半期分まで）の援護を実施した。 

 

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠 

 精神障害者等の困窮邦人に対する対応及び遠隔地での邦人援護の実績を測ることは，施策の進捗を把

握する上で有益である。 

 在外邦人の安全対策及び在外邦人に対する支援・援護体制の強化のためには，今後も継続して，専門

的見地を有する外部人材の導入を図っていくことが必要である。 

 

 

参考指標：外部人材を通じた邦人援護件数（単位：取扱い件数）（毎年度，第３四半期分まで） 

（出典：外務省調べ） 実 績 値 

28 年度 29 年度 30 年度 

  110 

 

達成手段 

達成手段名 

(開始年度) 

(関連施策) 

達成手段の概要（注） 
関連する

測定指標

予算額計(執行額) 

（単位：百万円） 

当初予算額 

（単位：百万円） 

行政事業

レビュー

事業番号28 年度 29 年度 30 年度 令和元年度 

①在外邦人

の安全・危機

管理に関す

る体制整備

等 

（８年度） 

在外公館における 24 時間の緊急電話対応体制を更に拡充し，海外における

緊急事態発生時に，メールやショートメッセージサービス（SMS）で迅速に邦

人へ情報提供や安否確認を実施する体制・システムを強化する。また，海外安

全ホームページを不断に見直し，システム改修・掲載内容を改善する。さらに，

上記ホームページ，「たびレジ」，海外安全アプリ，海外安全対策に係る資料の

広報，利用促進に取り組む。 

これらの取組により，海外安全情報を適時適切に提供し，在外公館邦人援護

体制を強化する。 

2-1 

2-3 

172 

(162) 

145 

(130) 

137 

(119) 

110 

 

131 

②在外邦人

保護のため

の緊急事態

対応 

（５年度） 

海外における緊急事態発生時の邦人援護に備え，無線機や備蓄品を適正かつ

効率的に配備する。 

また，緊急時に在留邦人への情報発信及び安否確認を迅速に行うためのショ

ートメッセ－ジサービス（SMS）の安定運用に向けた改修を行う。 

さらに，海外緊急展開チーム（ERT）等を国内外で実施される防衛省・自衛

隊による在外邦人等輸送・保護措置訓練に参加させ，官民合同実地訓練を実施

する。海外の拘束・行方不明事案について知見を有する危機管理会社から更に

情報収集し，専門的知識を蓄積する。 

新型インフルエンザ及び国際的に脅威となる感染症の予防のための注意喚

起や感染時の対応への取組を進める。 

これらの取組により，大規模緊急事態における迅速な対応のための体制を整

備・強化する。 

2-2 

181 

(134) 

181 

(143) 

171 

(114) 

167 

 

132 

③在外邦人

の安全対策

に関する情

外務省や在外公館による邦人の安全に係る情報収集を補完するため，主要海

外通信社の外電や欧米主要国の渡航情報を24時間365日体制でモニタリングす

るほか，治安関係の専門家等に対して，在外公館から離れた遠隔地等の安全情

2-1 

2-3 
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報収集と官

民連携 

（12年度） 

報収集を委嘱する。 

これらの安全情報や海外安全対策に関するパンフレット・資料などを，国内

外で開催する各種セミナーや協議会など官民協力の枠組みを通じて提供する。 

国内外における安全対策セミナーを引き続き実施し，内容の改善を図るとと

もに，関連団体と連携し，より多くの渡航者の安全意識の向上を図る。 

これらの取組により，海外安全情報の収集・発信の強化，危機管理意識の向

上，海外安全に係る官民協力強化を進める。 

247 

(235) 

249 

(244) 

224 

(222) 

232 

 

133 

④困窮邦人

等の援護 

（昭和 28 年

度） 

 海外において，盗難・傷病等により一時的困窮に陥った邦人に対し，滞在費

や帰国費用の貸付けを行うことや精神科医や遠隔地における協力者等の支援

を得ることにより，効率的かつ効果的な邦人援護体制・基盤の強化を図る。ま

た，歴史的経緯により朝鮮半島にて残留を余儀なくされ，困窮した在韓日本人

妻等に対して，その支援団体を通じた最低限の医療・生活扶助の実施を行い，

多様化する邦人援護に対応するための体制を構築する。 

2-4 

63 

(44) 

53 

(40) 

48 

(35) 

40 

 

134 

⑤緊急事態

対応研修 

（27年度） 

邦人が被害者となるテロ・誘拐事件等を含め緊急事態が発生した場合等に，

本省・在外職員の現地派遣及び事態への対応を迅速かつ適切に行うための研修

を実施する。 

これにより，大規模緊急事態における迅速な対応のための体制等を整備・強

化する。 

2-2 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ － 

⑥領事業務

啓発に係る

経費（広報資

料の作成・配

布事業） 

（昭和 28 年

度) 

海外において日本企業関係者等がテロ・誘拐や一般犯罪等の被害に遭うこと

を防ぐための安全対策マニュアルや啓発資料を作成し，国内外で広く配布・活

用する。 

これにより，一人一人の安全対策意識と対応能力の向上，安全対策面での日

本企業の海外展開支援及び海外安全に係る官民協力強化を進める。 

2-3 

150 

(44) 

20 

(40) 

1 

(1) 

11 

 

135 

⑦在外公館

における抗

インフルエ

ンザウイル

ス薬備蓄 

（17年度） 

新型インフルエンザ対策として在外公館に備蓄する在外邦人向け抗インフ

ルエンザウイルス薬を更新する。 

これにより，大規模緊急事態における迅速な対応のための体制等を整備・強

化する。 

2-2 

－ － 648 

(588) 

－ 136 

(注)各達成手段の目標については，「関連する測定指標」欄で示した測定指標に記載のある中期/年度目標

を参照願いたい。 
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個別分野３ 外国人問題への取組 

施策の概要 

１ ビザの審査・発給 

出入国管理上問題ないと見られる外国人に対して迅速なビザ発給を行う一方，我が国の治安維持の

ため，厳格にビザ審査を行う。また，ビザ審査を効率的に行うため，査証（ビザ）事務支援システム

の充実化を図る。 

２ 観光立国推進及び人的交流促進のためのビザ緩和への取組 

観光立国推進及び人的交流促進のために，アジア諸国を始め，各国の事情等を踏まえつつ，戦略的

にビザ緩和に取り組む。 

３ 在日外国人に係る問題解決への取組 

（１）国際ワークショップの開催，外国人集住都市会議への出席，二国間協議を通じた出身国の関係当

局との情報共有・連携により，問題解決に取り組むとともに，災害時対応について在京外交団向け防

災セミナーを開催し，ネットワーク構築を図る。 

（２）新たな在留資格「特定技能」の円滑な運用に向け，二国間文書の作成等を進める。 

 

関連する内閣の重要政策（施策方針演説等のうち主なもの） 

・未来投資戦略 2018（平成 30年６月 15日 閣議決定） 

 第２ Ⅰ．〔４〕４．（３）ｉ）② コ）ビザの戦略的緩和 

・明日の日本を支える観光ビジョン（平成 28 年３月 30 日 明日の日本を支える観光ビジョン構想会議

決定） 

・観光ビジョン実現プログラム 2018－世界が訪れたくなる日本を目指して－（観光ビジョンの実現に

向けたアクション・プログラム 2018）（平成 30年６月 観光立国推進閣僚会議） 

・経済財政運営と改革の基本方針 2018（平成 30年６月 15日 閣議決定） 

第２章５．（４）② 観光立国の実現 

・外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（平成 30年 12 月 25 日 関係閣僚会議了承） 

・特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について（平成 30 年 12 月 25 日 閣議決定） 

 

 

測定指標３－１ 出入国管理上問題がないと見られる外国人へのビザ発給要件緩和 ＊ 

中期目標（--年度） 

人的交流の促進，観光立国の推進及び出入国管理等の厳格化に係る要請に対応する。 

 

29 年度目標 

ビザ発給要件の緩和及びビザ審査体制の強化を促進する。 

１ 対象国を精査した上で，各対象国に応じたビザ発給要件の緩和を実施する。 

２ ビザ審査体制の強化のため，在外公館のビザ業務の増加や適正な審査の遂行に見合った十分なビザ

担当職員の追加配置，査証事務支援システムの充実化，特にビザを大量に発給している公館における

業務合理化に取り組む。また，次世代査証システムの開発事業者の調達を実施し，具体的な要件を確

定する。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 一般旅券所持者に対する短期滞在ビザの発給緩和措置等を以下のとおり実施した。 

５月 

中国人について，十分な経済力を有する者に対する数次ビザの発給開始，東北三県数次ビザの六県

への拡大，相当の高所得者に対する数次ビザの発給要件の緩和，個人観光一次ビザの申請手続簡素化，

及び中国国外居住者に対する中国国内と同じ要件での観光目的数次ビザ発給の開始（４月の岸田外務

大臣による青森・北海道訪問の際に発表） 

６月～30年１月（順次） 

CIS 諸国人及びジョージア人に対し，商用数次ビザの発給要件の緩和及び自己支弁による渡航の場

合の身元保証廃止 

７月 

アラブ首長国連邦国民に対する旅券の事前登録制ビザ免除の導入 

30 年１月 
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インド人に対する数次ビザの申請書類の簡素化及び発給対象者の拡大（９月の安倍総理大臣インド

訪問の際に決定） 

２（１）29 年のビザ発給数は，約 587 万件（前年比約 9.1％増）となり，訪日外国人旅行者数は過去最

高の 2,869 万１千人（前年比 19.3％増，推計値）を記録した。 

（２）ビザ審査体制の強化のため，在外公館の業務の繁忙度に応じ，査証業務に従事する職員を増員し

た。また，27 年度に導入した新査証事務支援システムの軽微な修正等を実施し，安定稼働を確保し

たほか，特に，ビザを大量に発給している在外公館において，システムへの情報入力作業を省力化す

る取組を開始した。電子査証や電子申請の実現を念頭に，次世代査証発給・渡航認証管理システムの

開発事業者の調達を実施し，開発を開始した。 

 

30 年度目標 

 ビザ発給要件の緩和及びビザ審査体制の強化を促進する。 

１ 対象国を精査した上で，各対象国に応じたビザ発給要件の緩和を実施する。 

２ ビザ審査体制の強化のため，在外公館の関連業務の状況に応じ，職員の追加配置及び査証事務支援

システムの充実化を図るほか，次世代査証発給・渡航認証管理システムの開発を確実に進めていく。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 一般旅券所持者に対する短期滞在ビザの発給要件の緩和措置を以下のとおり実施した。 

 ８月 

・サウジアラビア人に対する商用目的，文化人・知識人向け数次ビザ発給対象者の拡大とビザの有効

期間５年への延長 

・フィリピン人に対する商用目的，文化人・知識人向け数次ビザ発給対象者の拡大とビザの有効期間

10 年への延長 

・太平洋島嶼国 12か国（パラオ，サモア，バヌアツ，ミクロネシア，フィジー，キリバス，ツバル，

ナウル，ソロモン諸島，パプアニューギニア，マーシャル及びトンガ）の国民に対する数次ビザの

導入 

10 月 

・ロシア人に対する団体観光パッケージツアー参加者用短期滞在一次ビザの導入 

・アゼルバイジャン人，アルメニア人及びジョージア人に対する数次ビザの導入 

・セントビンセント人及びエクアドル人に対する商用目的，文化人・知識人向け数次ビザ発給対象者

の拡大とビザの有効期間５年への延長 

31 年１月 

・中国人に対する一部大学生・卒業生等の個人観光一次ビザ申請手続き簡素化の対象校の拡大及び数

次ビザの発給対象者の拡大 

・インド人に対する数次ビザ発給対象者の拡大及び数次ビザ申請書類の簡素化 

・香港 DI（Document of Identity for Visa Purposes）所持者及びマカオ旅行証所持者に対する数

次ビザ（①一般短期，②親族訪問，③商用目的，文化人・知識人）の導入 

・セントクリストファー・ネーヴィス人に対する商用目的，文化人・知識人向け数次ビザ発給対象の

拡大とビザの有効期間５年への延長 

31 年２月 

・コロンビア人に対する一般数次ビザの導入及び商用目的，文化人・知識人向け数次ビザ発給対象者

の拡大とビザの有効期間５年への延長 

２（１）訪日外国人旅行者数は初めて 3,000 万人を突破して過去最高の 3,119 万人（対前年比 8.7％増）

を記録し，ビザ発給数は対前年比 18％増の約 695 万件（暫定値）となった。 

（２）ビザ審査体制の強化のため，在外公館の事務の繁忙度に応じ，査証業務に従事する職員を増員し

た。また，28 年度に導入した新査証事務支援システムの軽微な修正等を実施し，安定稼働を確保し

たほか，引き続き，次世代査証発給・渡航認証管理システムの開発を進めている。 

 

令和元年度目標 

 ビザ発給要件の緩和及びビザ審査体制の強化を推進する。 

１ 対象国を精査した上で，各対象国に応じたビザ発給要件の緩和を実施する。 

２ ビザ審査体制の強化のため，在外公館の関連業務の状況に応じ，職員の追加配置及び査証事務支援

システムの充実化を図るほか，次世代査証発給・渡航認証管理システムの開発を確実に進める。 

 

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠 
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 令和２年までに年間訪日外国人旅行者数を 4,000 万人とする政府目標の達成を目指し，ビザ発給要件

緩和の実績と効果及び水際対策としてのビザ審査体制の強化の促進について測ることは，施策の進捗を

把握する上で有益である。 

 また，「明日の日本を支える観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム」に基づき，ビザ発

給要件の緩和及びビザ審査の厳格化に努めることが重要である。 

 

 

測定指標３－２ 在日外国人問題への取組 ＊ 

中期目標（--年度） 

在日外国人に係る問題の解決を促進する。 

 

29 年度目標 

１ 在日外国人に係る諸問題の認識及び解決の一助のため，国際ワークショップを開催する。 

２ 多文化共生や外国人住民に関わる諸問題を議論する外国人集住都市会議に出席する。また，在日外

国人問題について，必要に応じて二国間協議の場で取り上げ，出身国の関係当局と情報共有・連携強

化を図る。 

３ 災害時の外国人への対応について在京外交団向け防災セミナーを開催し，災害対応のネットワーク

構築を図る。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 国際ワークショップの開催 

30 年３月，当省と国際移住機関（IOM）との共催により，「外国人の受入れと社会統合のための国

際ワークショップ」を「外国人と進める地域の活性化｣のテーマで開催。200 名が参加。地方の特色

をいかした外国人の受入れや地域の活性化について議論を行い，その成果を提言にまとめた。 

２ 外国人集住都市会議への出席等 

11 月，「外国人集住都市会議津会議 2017」（外国人集住都市会議主催）に出席。日系人を中心と

する外国人住民が多数居住する地方自治体や関係府省庁により，外国人住民が地域社会で活躍するた

めの雇用環境の整備や日本語学習機会の保証，また，地方創生の観点から，受入れ後の社会統合政策

がより効果的に進められるような体制の整備について議論が行われた。 

30 年３月，法務省とともに，日系四世受入れ制度の説明会を在京ブラジル大使館に対して開催し，

制度を周知するとともに，関心事項について協議を行った。また，30 年３月，ブラジルにおいて日

伯領事当局間協議を行い，在日ブラジル人に係る問題を含む領事業務に関し意見交換を行った。 

３ 在京大使館等向け防災施策説明会 

６月，外務省は東京都と共催で，全ての外交団を対象として，2020 年東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会の開催等を視野に置きつつ，外国人の安全・安心をテーマとする防災施策説明会を

開催し，災害発生時の関係機関における体制や役割の説明等を実施した。 

 

30 年度目標 

１ 在日外国人に係る諸問題の認識及び解決の一助のため，国際ワークショップを開催する。 

２ 多文化共生や外国人住民に関わる諸問題を議論する外国人集住都市会議に出席する。また，在日外

国人問題について，必要に応じて二国間協議の場で取り上げ，出身国の関係当局と情報共有・連携強

化を図る。 

３ 災害時の外国人への対応について在京外交団向け防災セミナーを開催し，災害対応のネットワーク

構築を図る。 

 

施策の進捗状況・実績 

１ 国際ワークショップの開催 

  30 年度については，31 年２月の開催を目指して鋭意取り組んできたが，31 年度から開始される「特

定技能」外国人材の受入れに関する業務への対応のため，ワークショップ運営に携わる職員の確保に

支障を来すこととなったこと，同人材受入れに関する制度の詳細が確定していない中，同ワークショ

ップを開催することにより情報の混乱を来すおそれがあったことから，やむなく令和元年度に開催を

延期した。 

  なお，次回のワークショップにおいては，「地域社会における外国人の円滑な受入れ（仮）」をテ

ーマとして議論することとしている。 



395 
 

２ 31 年１月 29 日に群馬県太田市で開催された「外国人集住都市会議 2018」に出席。同会議では，新

たな外国人材の受入れを念頭に，「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」に示された施策

を始めとした外国人材の受入れ施策の在り方などが議論された。 

３ 在京大使館等向け防災施策説明会 

  ６月，外務省は東京都と共催で，全ての在京外交団等を対象として，2020 年東京オリンピック・

パラリンピック競技大会の開催等を視野に入れつつ，関係機関の取組を説明するとともに，在京大使

館等とのネットワークを構築した。 

４ 外務省外国人課のフェースブックアカウントで，西日本豪雨（７月），北海道胆振東部地震（９月），

台風 21 号及び 24 号（９月），熊本地震（31 年１月），北海道胆振地方地震（31 年２月）等の災害

関連情報や災害情報アプリの紹介及び東京都の外国人向け防災訓練の広報等，計 16 回の情報発信を

実施した。 

５ ６月，「経済財政運営と改革の基本方針 2018」が閣議決定され，外国人材受入れに係る新たな在

留資格「特定技能」の創設が決定された。外務省は，「特定技能」外国人材の受入れに関し，主要送

出し国９か国との間で，悪質な仲介事業者の排除を目的とし，情報共有の枠組み構築を内容とする二

国間文書作成に取り組むとともに，在外公館等を通じて啓発・広報を行った。31 年３月末までに４

か国（フィリピン，ネパール，カンボジア及びミャンマー）との間で二国間文書の署名が行われたほ

か，在外公館ホームページを通じた効果的な広報の実施のためのコンテンツの企画・制作，新制度に

係るパンフレットの制作，広報用動画の作成等を行った。 

 

令和元年度目標 

１ 新たな在留資格「特定技能」に係る二国間文書の作成等を進める。 

２ 在日外国人に係る諸問題の認識及び解決の一助のため，国際ワークショップを開催する。 

３ 多文化共生や外国人住民に関わる諸問題を議論する外国人集住都市会議に出席する。また，在日外

国人問題について，必要に応じて二国間協議の場で取り上げ，出身国の関係当局と情報共有・連携強

化を図る。 

４ 災害発生時の外国人への対応について在京外交団向け防災セミナーを開催し，一層の連携強化を図

る。 

 

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠 

 少子高齢化，人口減少が進む国内社会にあって，我が国が持続的な経済成長と繁栄を確保していくた

め，幅広い外国人材の積極的な受入れを図りつつ，在留外国人が日本社会の一員として地域で活躍，貢

献できるよう社会統合を図っていくことが必要であることから，在日外国人に係る問題の解決の一助に

向けた取組を測ることは，施策の進捗を把握する上で有益である。 

 また，災害時における外国人への対応に関し，在京外交団及び関係各府省・自治体等との連携強化を

進めることは，外国人の安全・安心確保の観点から重要である。 

 さらに，新たな在留資格「特定技能」が創設されたことから，外国人材送出国との間で，悪質な仲介

事業者の排除を目的とし，情報共有協議のための枠組み構築を内容とする協力覚書の作成に取り組む必

要がある。 

 

 

参考指標１：訪日外国人数 （単位：万人）（暦年） 

（出典：政府観光局（JNTO）統計） 実 績 値 

28 年 29 年 30 年 

2,404 2,869 3,119 

 

参考指標２：外国人不法残留者数（１月１日時点の数）（暦年） 

（出典：法務省統計） 実 績 値 

28 年 29 年 30 年 

65,270 65,270 66,498 

 

参考指標３：来日外国人の犯罪の総検挙件数（暦年） 

（出典：警察庁統計） 実 績 値 

28 年 29 年 30 年 

14,133 17,006 16,235 
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達成手段 

達成手段名 

(開始年度) 

(関連施策) 

達成手段の概要（注） 
関連する 

測定指標 

予算額計(執行額) 

（単位：百万円） 

当初予算額 

（単位：百万円） 

行政事業

レビュー

事業番号 28 年度 29 年度 30 年度 令和元年度 

①査証関連

業務 

（13年度） 

１ 適正なビザ審査の実施，査証業務を遂行する上で必要な体制の維持管理等

を通じ，迅速かつ厳格な査証審査を実施する。 

適正なビザ審査を実施することを通じて，出入国管理上も問題ないと思わ

れる外国人の入国を円滑にすると同時に我が国の利益を害するおそれのあ

る外国人の入国阻止に寄与する。 

3-1 

２ 査証事務支援システムの充実化，新設公館等ビザ作成機未設置公館への機

器の配備，次世代査証の在り方についての検討等を実施する。 

査証事務支援システムを活用し，ビザ審査の効率化を図り，出入国管理上

問題ないと思われる外国人の入国を円滑にすると同時に我が国の利益を害

するおそれのある外国人の入国阻止に寄与する。 

3-1 

３ 外国人観光客誘致のためのビザ緩和措置，観光立国推進及び人的交流促進

の観点から各国の事情等を踏まえて，ビザ緩和措置を検討・実施していく。 

ビザ緩和措置の実施により，訪日に際してビザの取得が必要な外国人の訪

日が容易となるため，訪日外国人旅行者数の増加に寄与する。  

3-1 

４ 訪日する外国人のために，56 の国と地域（注）からのビザ申請方法等に関

する照会に対して外国語（英語，ベトナム語及びロシア語）で対応する電話

サービスを提供する。（注：対象国・地域は今後追加予定） 

  本サービス提供により，査証申請者はビザ申請に関する情報が得られやす

くなり訪日が促進され，令和２年に年間訪日外国人旅行者数を 4,000 万人と

する政府目標の達成に寄与する。また，在外公館職員の査証照会に係る業務

が軽減されることにより，水際対策のための査証審査の強化に資する。 

3-1 

1,148 

(823) 

1,134 

(1,018) 

1,123 

(1,131) 

1,310 
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②在日外国
人社会統合
外交政策経
費 
（21年度） 

諸外国の経験等を照会しつつ，外国人の受入れと社会統合や外国人支援の在

り方に係る諸問題を緩和・解決するための意識啓発及び施策策定に資する国際

ワークショップ等の開催や成果物を作成する。 

少子高齢化，人口減少が進む国内社会にあって，我が国が持続的な経済成長

と繁栄を確保していくため，幅広い外国人人材の積極的な受入れを図りつつ，

在日外国人が社会の一員として生活できるような社会統合政策の策定に資す

る。 

3-2 

5 

(3) 

6 

(3) 

68 

(44.4) 

4 
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③特定技能

に係る取組 

（30年度） 

 新たな在留資格「特定技能」について，外国人材の送出し国との間で協力覚

書の作成に取り組むとともに，本件制度につき，在外公館等を通じた広報を行

う。 

 送出し国との間で協力覚書に基づき悪質な仲介事業者排除のための情報共

有と協議を行うことにより，外国人材の円滑な受入れに寄与するとともに，広

報により訴求対象者に対する本件制度に関する正確な情報を周知する。 

3-2 

－ － 64 

(44) 

－ － 

(注)各達成手段の目標については，「関連する測定指標」欄で示した測定指標に記載のある中期/年度目標

を参照願いたい。 

  


